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令和５年第２回立科町議会定例会会議録 

 

１．招集年月日 令和５年６月１５日（木曜） 

１．招集の場所 立科町議会議場 

１．開会    午前１０時 宣告 

１．応招議員 

    １番 秦野 仁美   ２番 宮坂 幸夫   ３番 小野沢常裕 

    ４番 今井 健児   ５番 芝間 教男   ６番 中村 茂弘 

    ７番 村松 浩喜   ８番 森澤 文王   ９番 村田 桂子 

   １０番 榎本 真弓  １１番 今井 英昭  １２番 今井  清 

 

 

１．不応招議員 な し 

１．出席議員  １２名 

１．欠席議員  な し 

１．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職・氏名 

  町長 両角正芳   副町長 小平春幸   教育長 塩澤勝巳 

  総務課長 齊藤明美   町民課長 荻原義行   企画課長 竹重和明 

  教育次長 羽場雅敏   建設環境課長 篠原英男 

  産業振興課長 市川 偉   会計管理者 羽場厚子 

  たてしな保育園長 山口恵理   庶務係長 田口 仁 

 

 

１．本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

 議会事務局長 今井一行   書記 伊藤百合子 

 

散会   午後４時４８分 
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（午前10時00分 開議） 

 

議長（今井 清君）  おはようございます。これから本日６月15日の会議を開きます。 

 本日の会議において、蓼科ケーブルビジョンの議場固定カメラからの取材撮影及び

生中継、広報たてしなの取材撮影と信濃毎日新聞社の取材をそれぞれ許可してありま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

 

◎日程第１ 一般質問 

議長（今井 清君）  日程第１ 一般質問を行います。 

 初めに、通告順６番、１番、秦野仁美君の発言を許します。 

 件名は １．立科町の魅力について 

     ２．移住者行政についてです。 

 質問席から願います。 

 

〈１番 秦野 仁美君 登壇〉 

１番（秦野仁美君）  １番、秦野です。 

 おはようございます。通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 まず、最初の質問は、立科町の魅力についてでございます。 

 私たち家族がここ立科町に移住をしてからもうすぐ５年がたちます。移住を決めた

理由は多くございますが、空気のおいしさ、水のおいしさ、自然環境、子育て環境な

どでしょうか。当然、真冬の寒さは、福岡県出身の私にとっては異次元的な寒さでご

ざいます。５年もたちますと体も慣れてきたのでしょう。暖かい都市在住時では風邪

をこじらせては入退院を繰り返しておりました子供たちも、立科町に来てからは病気

一つしておりません。やはり自然環境がよいところに住むと人の体も健康になるんだ

なと改めて実感をしております。 

 そこで、町長にお尋ねをいたします。 

 立科町の魅力について、ほかの町と比較した際に立科町はどんな特徴や魅力があり

ますか。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願いま

す。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  おはようございます。それでは、秦野議員の質問にお答えをさせていた

だきます。 

 立科町魅力ということでありますが、当町の産業に関しての魅力や特徴につきまし
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ては、自然環境が豊かであり、農業や畜産、林業、観光などの産業に適しておると私

は思っております。 

 蓼科山麓の裾には、田園風景や歴史文化に触れられる里山が広がっており、田園地

帯では味と品質にこだわる立科ブランドの農畜産物が生産をされ、中でも立科産米、

立科りんご、信州蓼科牛は市場で高い評価を受けております。特に、立科りんごは、

その品質と魅力において各地で高く評価されておりますし、その魅力につきましては、

甘みの豊かさ、歯ごたえのある食感で消費者に満足感を与えることができるものと考

えております。 

 観光では、蓼科山麓に広がる白樺高原があり、県内有数のリゾート地となっており

ます。白樺湖、女神湖、御泉水自然園、蓼科第二牧場、スキー場などの観光資源を有

し、年間を通じて多くの人が訪れ、四季折々の大自然が感動と安らぎを与えてくれて

います。このような農村と観光地がそれぞれの特徴を持ち調和をした町は、そう多く

ないと認識をしております。 

 また、移住や居住環境としても、当町の魅力は、まずは豊かな自然でございます。

おいしい水もございます。穏やかな蓼科山の山容、それに対して力強い浅間連峰、美

しい北アルプス、里山、田園風景、集落の風景を含め、四季を通じて様々な眺望が楽

しめます。先ほど申し上げました立科の歴史のおいしい水、これらや空気、当町の農

畜産物も魅力であり、この自然豊かな環境は子育てに適していると私は思っておりま

す。 

 そして、町内にある保育園、小学校、中学校、高校がお互いに連携して、全ての子

供たちに生きる力をつけることを目指す立科教育を進めていることも大きな特徴の一

つと考えております。 

 地理的には、首都圏に２時間ほどで行くことができ、佐久市、上田市の中心部にも

車で30分ほどで到着することも町の特徴であると捉えております。 

 こうした立科町の多くの魅力が、これから立科を訪れていただく皆様にとりまして

も、定住する皆様にとりましても、私は大きな魅力であり、私たちの町が発信する力

であるというふうに思っております。 

議長（今井 清君）  秦野仁美君。 

１番（秦野仁美君）  とても熱く語っていただきまして、ありがとうございます。 

 そうですね、町長がおっしゃるとおりでございます。 

 私のほうからも改めてお話をさせていただきますと、ここ立科町は豊かな自然とお

いしい水、空気、そして食べ物、水に関しては町長一押しの水、そう立科の水、蓼科

山の湧き水、冷たくておいしいですよね。水道の蛇口から出る水をそのまま飲めるな

んて、驚くべきことです。以前住んでおりましたところの水は、汚い、臭い、生温か

い、飲めたもんじゃありません。一家に１台は浄水器が当たり前でした。 

 次に、立科町の土壌で育てるお米、立科産、これはコシヒカリでいいんですかね。
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町民が誇る立科のりんご、町自慢の蓼科牛、ほかにも高原野菜やおそば、立科ならで

はの特産品や名産品がございますね。さらに、歴史と文化を感じさせる時代劇のロケ

地にも選ばれた古きよき時代を漂わせる中山道、山に至っては標高1,830メートルに

広がる四季折々の景色、そして自然が満喫できる観光スポット、また女神湖に広がる

高原エリアには夏冬ともに多彩なスポーツやレジャー、スキーも楽しめますよね。 

 この環境って、皆さん当たり前だと思っておられますよね。でも、当たり前ではな

いんです。とっても贅沢なんです。わざわざ遠いところから渋滞に巻き込まれながら

お見えになるわけです。この意味、お分かりになりますか。 

 これまで立科町のＰＲ、情報発信の手段としては、観光ガイド、ウェブサイト、

ソーシャルメディア、地域の協力隊にて、それぞれ担当課で行われているようですが、

全国の市町村を見回してみると、大手広告会社、メディアとのタイアップを活用し、

移住や観光で成功を収めている事例は多くございます。確かに、このような取組を行

うためには多大な予算も必要になりますが、同時に地方交付金などを活用すれば、町

の負担を少なくして最高の結果を得ることができるのではないでしょうか。 

 そこで、担当課長にお尋ねをいたします。 

 先ほどの要素を組み合わせて立科町全体で一体感のあるブランディング、これを一

般的にはパッケージブランディングといいますが、これらに取り組めないものでしょ

うか。補足ですが、パッケージ化とは物を一体化する、一まとめにするということで

ございます。 

 また、その際には、町全体として企画課や産業振興課など、課の垣根を超えて一体

感のあるブランディング化を行うことが可能でしょうか。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 企画課では、移住の担当課として行っておりますが、移住のＰＲについても大切だ

と考えますが、移住者を増やすためには移住希望者が望む賃貸住宅の供給数が当町で

は不足していることが最大の課題となっております。 

 移住定住施策において、最近は首都圏から地方に生活の基盤を移す方が増えている

ことはご認識のとおりであり、当町においても移住相談数は平成28年の29件から昨年

度は67件と大きく増加をしているものの、住宅が見つからず当町への移住を諦める方

も多い状況であります。 

 そのため、空き家バンクサイトのリニューアルのほか、空き家の改修または片づけ

に要した費用の一部に対し交付する空き家利用促進補助金の活用を推進して、地域お

こし協力隊とともに住宅の確保を図ってきたところでございます。 

 また、昨年度は、増え続ける空き家を活用する機運を高めるために、空き家の改修

ＤＩＹワークショップを開催し、大変盛況だったことから今年も継続実施してまいり

ます。 
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 加えて、新たな賃貸住宅の設置についても、昨年度はニーズ調査を行い、その結果

を基に建設環境課とともに検討を始めているところであります。 

 このため、移住に関しては、まずは移住者の居住環境を整備し、しっかりとした受

入体制を整えることを優先していきますので、現時点では、大手民間会社などを活用

したブランディング等は考えておりません。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  市川産業振興課長。 

産業振興課長（市川 偉君）  産業振興課よりお答えいたします。 

 冒頭、町長が申し上げました立科りんごは、地域の活性化と町の観光資源としての

役割も果たしております。６次産業化により新たな商品を生み出し、地域ブランドを

確立することで、地域の経済活動を多角化し、町の活性化や観光の振興を促進するた

めには、町が一体となってブランド化を進める必要があるものと考えます。 

 以上になります。 

議長（今井 清君）  秦野仁美君。 

１番（秦野仁美君）  確かに、どんなに町の宣伝やＰＲをしても、観光客や移住者が来たとこ

ろで、最終的に空き家がない、住むところがないという結果になるんです。 

 では、先ほどお話がありました空き家問題については、今後の課題とさせていただ

きますが、ちなみにですが、千草保育園の裏にある教員住宅、リフォームをして入居

者の募集を今年の春から行う予定だったと承知しておりますが、いまだ募集開始には

至っていませんよね。これは置いておいて、担当課長にお尋ねいたします。 

 質問であるパッケージ化について、将来的に取り組むことは実現可能でしょうか。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 移住定住施策としては、移住者の受入体制が整い、地域の様々な施策が住民の皆さ

んにとって魅力的であることで、町としてのブランディングが確立され、結果的に移

住者の増加につながっていくものと捉えております。 

 したがいまして、各課と連携して地域の魅力向上につながる取組を行い、一体感の

ある町の魅力発信に努めてまいります。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  市川産業振興課長。 

産業振興課長（市川 偉君）  お答えいたします。 

 立科りんごのブランド化は、近い将来の実現には大いに期待が持てるものと考えて

おりますので、地域の生産者の協力により高品質なりんごの生産を続けていくことが

重要であると考えます。 

 また、地域の歴史や文化、風土を生かしたブランド化も重要な要素と考えます。 

 町の魅力である白樺高原の美しい自然環境の特徴をブランド化に生かすためには、
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地域の文化や風土に基づいたマーケティング戦略、歴史や文化を伝えるスローガンや

ロゴ、パッケージデザインなど、白樺高原の観光施設とも協力して魅力を発信する必

要があります。 

 しかしながら、ブランド化は容易な道ではございません。立科りんごの加工品や副

産物の開発など多様な付加価値を創出する取組が求められますので、まだまだ時間を

要するものと考えております。 

 以上になります。 

議長（今井 清君）  秦野仁美君。 

１番（秦野仁美君）  前向きにとか、検討しますとか、私はよく息子たちに言っていることが

あります。それは、何事にも結果が大事やで、口だけではあかん。ただ単に検討する

のではなく、実現を前提とした検討をぜひ行ってほしいものです。口で言うのは簡単

です。結果が全てです。 

 私が思うパッケージ化の目的としては、よりたくさんの人をターゲットにして観光

客を増やす、そしてお金を落としていただく、さらに移住につなげていく。これらの

間には非常にたくさんの課題がありますが、必要なことは、これらの課題をクリアし

ていくためにも、パッケージ化は必要に感じます。パッケージ化することによって、

地域の方や移住者、観光客など魅力的な提案をお伝えすることで、立科町の自然、産

業、農業、歴史、文化などの情報を拡散させることが可能になります。 

 では、視点を変えて、町長にお尋ねをいたします。 

 町長自身が観光イベントや地域の視察など積極的に参加し、多くの方々と交流して

町の魅力を語る。要するに、町長自らがセールスマンとなり魅力を伝え、町のＰＲ活

動に取り組む、すなわちトップセールスを行うことは可能でしょうか。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  お答えをさせていただきます。 

 私は、１期目の就任以降、ずっとこのトップセールスいうことを頭の中に常に置い

ておりました。 

 しかしながら、１期目の中では、災害そしてコロナということが次々に起こってき

まして、規制がかかってしまったという中で、なかなかできなかったわけであります

けども。 

 本来、私自身がこの役場の中にいてしっかりと町政運営することももちろん大変大

事です。しかし、自身が一つの立場として、その立場をしっかり生かしながらトップ

セールスすることは大変重要だというふうに思っております。 

 大変、このコロナ禍でイベント等の開催も制限されておりましたけれども、町内の

交流イベント、これはもちろんでありますけども、町外の友好都市など、いわゆるい

ろんな場面において私が出向いて、そしてそこでトップセールスをしてくる、そして

交流をして、その皆さんとしっかりと交わってくる、このことが一つの足がかりとし



7 

てできることは、これからの立科町にとって大変重要だというふうに思っております

ので、これからも都合が自身がつく限り、その方向で考えております。 

議長（今井 清君）  秦野仁美君。 

１番（秦野仁美君）  もちろん町長もお忙しい立場の方なので、副町長や役場の職員の方、専

属のスタッフでも構いません。 

 ただ、人が変わったときに説明する内容が違うとよくないので、その点でも、先ほ

ど申し上げたように町全体としてのパッケージブランディングが重要になってきます。 

 また、町長自らがトップセールスマンとして積極的にＰＲ活動に取り組むことは、

非常に効果的な手段だと思います。パッケージ化及び各課の足並みをそろえたブラン

ディング、そして町長のトップセールスの今後に期待を込めて、次の質問に参りたい

と思います。 

 次、移住者行政についてでございます。 

 移住者の受入環境について、少し前に、福井県のある自治体で、移住者向けの提言

書「暮らしの七か条」なるマニュアルについて賛否両論が飛び交っていました。ご存

じの方、いらっしゃいますか。 

 この中身について、一部簡潔にご紹介をいたします。 

 第１から３条はお願いベースですが、第４条からは上から目線と取れる表現になっ

ており、例えば、第４条には、今までの自己価値観を押しつけない、都会風を吹かせ

ないと書いてあります。そして、第５条には、多くの人々から移住者が品定めされて

いると書かれてあります。地元の人は賛成論が多いのですが、移住者側としてはもち

ろん反対論が多く、一方的な押しつけになっていると感じているようです。 

 これって、４条、５条にしても、全く同じことが移住者側からは言えるんです。つ

まり、移住者側も地元の感覚を押しつけないでとか、地元の方も移住者から品定めを

されているということになるのではないでしょうか。 

 また、移住者も過去の立場や資産を盾にして都会風を吹かす言動や態度はしてはい

けません。 

 このようなギャップを埋めるためには、どちらかが合わせるのではなく、双方がお

互いの立場や価値観を理解し歩み寄ることがないと解決しないと思います。 

 そこで、町長にお尋ねをいたします。 

 町長は、地元の方なので移住者の気持ちを理解するのは不可能に近いと思いますが、

あえてこの町民とのギャップについてお聞きいたします。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願います。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  それでは、お答えをさせていただきます。 

 町では、急速な人口減少を穏やかにするために、移住定住施策として移住体験住宅
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や移住サポートセンターの開設、運営、情報発信、空き家バンク、各種補助金制度な

ど多くの事業に取り組んでいるところでございます。 

 ご質問の移住者が感じる町民とのギャップにつきましては、これまで住んでいた住

民の皆さんと新しく当町で暮らすことを選んだ方々が分け隔てなくお互いの立場や考

えを理解し合いながら協調していくことが最も大切であると捉えております。移住者

の方もこれまでこの町で暮らしてきた方も、住んでよかったと思える町にしたいと思

いますので、まちづくりの中でもこのような町を目指してまいりたいというふうに考

えております。 

 蛇足ではございますけれども、私も確かに町に生まれ町に住んでおりますけれども、

本来の居住地から現在住んでいる居住地は違います。当然環境も変わりました。その

中では、一部分ではありますが、今、議員おっしゃったこの町民の皆さんとこちらに

移住された方の気持ちの一部は、私も若干分かるつもりであります。 

 やはり、そのときに私が一番思いましたのは、やはり一番は相手の立場になって考

える。それと、いい意味では意見を述べることは大事ですけれども、一歩下がって、

そこのところの部分をしっかりと自分が熟知するまで、やはりしばらく地域の皆さん

と接する。そして、また地域の皆さんもその皆さんと接する、移住者と接するときに

は、その方の思いをしっかり捉えた中でそこから発信していくのも大事じゃないかな

と、このようなことを思いました。 

 蛇足申し上げましたけれども、以上で私からの答弁とさせていただきます。 

議長（今井 清君）  秦野仁美君。 

１番（秦野仁美君）  町長のお考えが分かりました。もし、立科町でこのような提言書を作成

することがあれば、移住者が聞いていない、知らないよとならないように、集落ごと

の習慣や決まり事をきっちり記載して、ミスマッチが起きないように作成するといい

と思います。 

 では、次に、町は移住者のニーズを把握しているか、町長にお尋ねをいたします。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  この質問につきましては、細部にわたりますので担当課長からお答えを

させていただきます。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 平成29年度にふるさと交流館芦田塾に移住サポートセンターを設置して運営を行っ

ており、移住相談等を受けているところでございます。移住されてきた方の生活面の

支援については、相談があれば対応しており、その内容等は把握しております。 

 その相談内容を一例を言いますと、近くの書店、あと図書館はどこにあるのか、車

の維持、車の修理とか車検についての問合せ、あと移住者同士でつながりたいので紹

介してほしいですとか、あと眼科、皮膚科のお勧めの病院、お勧めの動物病院、あと
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インターネット環境について、ボランティア、習い事に参加したい、町内のイベント

の情報が欲しい、あと町内のバスの利用、たてしな定額タクシーチケットの利用に関

すること、あと町内費、区費、部落費のご質問もございます。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  秦野仁美君。 

１番（秦野仁美君）  町が把握しているニーズをお聞きしてよかったと思います。町が把握し

ているニーズと実際の移住希望者が求めているニーズにずれが生じないことを今後祈

りたいと思っています。 

 それでは、次に、過去８年間の移住者の集計データを見せていただきました。確か

に移住者数は増加しておりますが、過去の移住者の増加数ではなく、純増数について

担当課長にお尋ねをいたします。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 当町への移住者数につきましては、長野県の信州暮らし推進課が県内全市町村の窓

口で実施している移住者捕捉アンケート調査により把握しております。 

 この調査は、県外の自治体から当町に住民票を移す手続をされた方に対して任意の

アンケートをお願いしているもので、自らの意思で転入し、その後も住み続ける意思

がある方を移住者と定義づけております。 

 しかしながら、任意のアンケートであることや無記名の回答も多く、加えて県外か

らの移住者のみが対象であるため、完全に移住者の方を把握することは難しいのが現

状であります。 

 また、提出時にその方が移住者であったかどうかの判別ができないため、移住者の

純増数は把握できない状況であります。 

 ちなみに、移住者捕捉アンケート調査の移住者数は、令和元年度は46人、２年度は

50人、３年度は46人と、ここ３か年は年間50人ほどの方が当町に移住をしておりまし

たが、令和４年度は70人と増加しております。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  秦野仁美君。 

１番（秦野仁美君）  今後、可能であれば純増数の統計取っていただければ、もし、いいです。 

 移住者を増やすには、まず、第１段階として、立科を知る。具体的には、観光や農

業体験、自然体験でしょうか。第２段階として、移住をしようかなと思ったときに、

次に来るのは教育環境、生活環境、そして収入源を考えます。当然、ほかの町と比べ

るはずです。比べる内容については、人とは違ってくるとは思いますが、そして第

３段階では、移住決定でしょうか。最後、第４段階としては、本来あるべきものがな

いと感じます。それは、立科町ならではの生活ルールの説明や地元の方との交流、要

は移住後のフォローアップがないことでしょうか。 



10 

 それでは、担当課長にお尋ねいたします。 

 これまで移住者に対しての定期的な聞き取り、ヒアリングを移住後に行っていまし

たか。また、移住後に転出した方へは行われていたか、行われていなかった場合は、

今後聞き取りを行うことが可能でしょうか。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 行政として移住を支援した方などについてはインタビューをさせていただき、その

体験談なども移住促進のウェブサイトや移住サポートセンターから発行しているメー

ルマガジンでご紹介しております。全てヒアリングをしているかというと、そういう

ことではございません。 

 移住後に転出された方のヒアリングについては、先ほども申したとおり、どなたが

移住者であったかの把握ができないことから難しいと考えております。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  秦野仁美君。 

１番（秦野仁美君）  そのホームページの記事については、知っております。私の家族もお世

話になっておりますので。 

 確かに、転出した方への後追いは難しいでしょう。しかし、ヒアリングをしたこと

で町にとってプラスになる、今後に生かす、高めることができるのではないでしょう

か。前向きにご検討をお願いいたします。 

 それでは、次のネゴシエーターの重要性について、町長に質問をいたします。 

 ネゴシエーターと聞いてぴんと来る方、来ない方、いらっしゃると思います。ネゴ

シエーターとは、つまり交渉役のことをいいます。ここで、重要なのは、先ほどまで

の質問をしてきました町民とのギャップをいかにして埋めるか、このような交渉役が

務まるのは、私の勝手な想像なんですが、ＵターンやＩターンほか移住してきた方で、

町民と移住者双方の立場や価値観を理解している方が最適だと思います。このような

ネゴシエーターを登用することは可能でしょうか。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  お答えをさせていただきます。 

 立科町では、平成29年度の移住サポートセンターの設置と同時に、移住定住アンバ

サダー制度をつくりまして、町民ボランティアとして移住定住を促進するために必要

な情報の発信のほか、移住相談や移住後の生活支援を地域との調整を含めて行ってい

ただいており、現在12名の方が登録しているところでございます。 

 しかしながら、この制度については、制度設置当初と比較し、多様化する移住の目

的や年齢層、また地方移住に対する考え方が変化している近年においては見直しの時

期に来ているため、今後さらに増加が予想される移住者の方々に寄り添った支援活動

ができるよう内容を見直したいと考えております。 
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 先ほど議員おっしゃっていただいたご提案、これらも参考にさせていただきながら、

あわせて地域おこし協力隊の移住促進担当にもこのような活動も担っていただいてお

りますので、今後もそうしたことを絡めながらしっかりとした体制を取っていきたい

というふうに思います。 

議長（今井 清君）  秦野仁美君。 

１番（秦野仁美君）  先ほど出ましたアンバサダー、そういう方いらっしゃるのは知っており

ますが、実際移住してきてお会いしたことはありません。どこに行けば会えますか。

形だけ、恐らくそういう人ってボランティアですよね。ボランティアで行うことはと

ってもすばらしいことだと思いますが、若干責任が薄いかと感じます。 

 私がここで申し上げているネゴシエーターは、報酬を発生させること。それによっ

て、責任感、義務感が強くなると思います。そして、トラブルを未然に防ぐことが効

果が期待できると私は感じます。 

 最後になりますが、移住について商いに通じる部分がたくさんあると感じています。

特に、近江商人に語り継がれている三方よしの考えですが、移住者、受入側ともに必

要かと思います。買ってよし、売ってよし、みんなによしを移住に置き換えてみます

と、来てよし、住んでもらってよし、みんなよしというところじゃないでしょうか。

互いに歩み寄る姿勢が大切だと私は感じています。 

 理想とする移住の心って、移住してきた方も元から住んでいる方も含めて一つのコ

ミュニティーです。みんな仲間だと思っています。冒頭の立科町の魅力についても、

皆さん胸に手を当ててよく考えてみてください。自分たちが今住んでいる町は好きで

すか。もう一度、再確認してはいかがでしょうか。全ての人が感謝の心を持つ、大阪

商人でいうところのおかげさんでという気持ちをお互いに持つことが、移住の成功の

種となるんではないでしょうか。そういう気持ちを持ちながら、本日の一般質問を終

わります。 

議長（今井 清君）  これで、１番、秦野仁美君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とします。再開は10時50分からです。休憩に入ります。 

（午前10時40分 休憩） 

 

（午前10時50分 再開） 

 

議長（今井 清君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告順７番、11番、今井英昭君の発言を許します。 

 件名は １．行財政運営についてです。 

 質問席から願います。 

 

〈11番 今井 英昭君 登壇〉 
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１１番（今井英昭君）  11番、今井英昭でございます。通告に従いまして質問してまいります。 

 ３期目最初の質問となるわけなんですが、１期目、２期目に引き続いて、３期目に

おきましても議員活動、また議会活動の中で行政全般に関する監査機能により、現状

の課題を問いただし、その中にも、項目ごとには改善策や政策提案機能を有して建設

的な質問をして、町民益、行政サービス向上につなげ、より住みやすい町となるきっ

かけづくりの時間にしたいと思っておりますので、質問していきたいと思います。 

 それと同時に、よりよいまちづくりのために、町長をはじめ執行部側と私が、眉間

にしわを寄せながら質問していてもなかなかうまく行かない。なので、もちろんその

中にはいい緊張感を持ちながら、わくわく心を弾ませて、建設的な質問をしたほうが

町民益につながると思いますので、そのように心がけて進めていきたいと思いますの

で、ちょっと顔を……緊張感を持ちながら、わくわくしながら質問していきたいと思

います。 

 今回の項目につきましては、行財政運営になります。過去の一般質問におきまして、

私、一番多い質問の１つになっておるんですが、それは、行財政改革の議論というの

が全ての分野につながっており、また、その根幹であり、町運営の核になると考えて

いるため、今回、この３期目スタートの部分につきましても、このテーマを選びまし

た。 

 町長、２期目がスタートして、あらゆる面で１期目よりもさらにブラッシュアップ

された答弁になることを期待しております。 

 初めに、６月定例会の町長冒頭挨拶の中で、主要施策の１つに安定した行財政運営

と掲げておりました。２期目が本格的に始まりに当たりまして、今回は行政運営の中

身ではなくて行財政運営自体どのように推進していくのかという趣旨、つまり、今回

の、今日の質問の全ては、何をやるかではなくて、やることに対してどのように実行

していくのか。手法について質問していきたいと思います。 

 ということで、行財政運営の推進に関する基本的な考えについて、町長に伺います。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願いま

す。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  それでは、議事の質問にお答えをさせていただきます。若干長くなりま

す。 

 ご承知のように、私はこの４月30日から、２期目の町政を預からせていただくこと

になりました。行財政運営の推進に関する基本的な考え方とのご質問ですが、私は町

民の皆様が安心した暮らしを実現するための基本施策として、４年前に子育て支援と

教育の充実、豊かな暮らしの実現、産業振興と広域連携、先を見据えた投資策を掲げ、

この間、喫緊の課題であった災害対応と新型コロナウイルス感染症への対応を最優先
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とする中でも、常に計画的な町政運営を念頭に置き、進めてまいりました。 

 この２期目につきましても、子育て支援と教育の充実、健康と安心した暮らしの実

現、地域資源を生かした産業振興、居住環境整備と安定した行財政運営を主要政策に

掲げておりますが、どの項目につきましても、第５次立科町振興計画が目指す基本構

想、基本計画の実現を念頭に置き、個別の施策の展開を進めていくことを基本として

おります。 

 事業推進に当たっては、町長として役場組織の財政、人材などの資源を効率的かつ

効果的に運用し、町民の多様なニーズに応えるための施策を立案し、実行しているこ

とと私は考えております。 

 その過程では、毎年度、実施計画の進捗管理、事業評価のヒアリングを実施した上

で、次年度以降の方向性や施策の具体化を指示しております。 

 当然、振興計画が町政運営の最も基本となる計画でありますので、振興計画と整合

を図り、現在では一本化して取り組んでいる立科町総合戦略、令和４年度に策定した

立科町過疎地域持続的発展計画など他の関係する計画を含めた施策を総合的に判断し

ているわけですが、それらを判断していくに当たりましては、やはり財政が課題とな

ります。 

 確保できる財源にも限りがある中で各施策を選択していくことになりますが、財政

の健全化も図りながらのかじ取りとなっていまいります。財政担当課はもちろんのこ

と、各事業担当課においても、事業計画に当たっては過去の慣例に捉われず、ゼロ

ベースでの見直しや情報を収集した上で、適正な財源の確保を行うよう指示を行って

おりますが、私ども理事者も常にアンテナを高くし、また長期的な展望に立ち、健全

な財政運営の体制確立に邁進してまいりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  今、町長のほうから、行政運営の運営、推進についてどのようにとい

うことで、幾つかポイントがあったと思いますが、第５次振興計画については見直し

ということで、ＰＤＣＡサイクルをしっかりやっていくということです。 

 これについては、また後から出てはきますが、この８年間、議員活動、議会活動を

やっておりまして、なかなかＰＤＣＡサイクルというのが簡単そうで簡単ではなくて、

そもそも合っているかどうかという、そこの見直しも必要なのかなという部分もあり

ますし、ただ、どのような形で推進していくのか、今、財政のほうにつきましても健

全化になるようにということで、具体的にゼロベースでそれぞれ指示してあるという

ことなので、それを常日頃から職員に対して１回だけの指示じゃなくて、そういった

ことでする必要があるんじゃないかなと。 

 かつ、今回、答弁いただいたもの以外でも、この方針というか推進につきましては、

常にブラッシュアップをして職員の方についていってもらいたいと、そこも期待して
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いるわけなんです。 

 そうした中で、細部の質問に入っていきます。 

 まさに町の道しるべでありますこの第５次振興計画、残り２年となっております。

現在、第５次振興計画のまとめをしながら第６次振興計画の策定の準備期間に取りか

かる大変重要な年が、ここ一、二年と続くわけなんですが、この振興計画と同時に連

動しているのが３年計画の実施計画、これ公表されてホームページにも載っているわ

けなんですが、この２つの計画について順次質問してまいります。 

 第５次振興計画の中の実施計画の中に、計画的・効率的・効果的な行財政運営にお

いて施策の方針が示されておりますが、その内容は、１つ目が人材の確保と育成、行

政改革を実施し、住民の視点に立った質の高い行政サービスを提供すること。 

 ２つ目が、総合的・計画的な行政運営を進め、進捗状況や成果を検証し、ＰＤＣＡ

サイクルによる改善を継続するとなっております。 

 この計画について、施策の方針に沿ってまず、前進されているのか。その点につい

て伺います。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  それでは、お答えをさせていただきます。 

 先ほどの答弁と大分、重複する部分もあるかと思いますがお聞きをいただきたいと

思います。 

 第５次立科町振興計画、併せて実施計画につきましては、毎年度事業評価を行った

上で年次計画の進捗管理を行っております。 

 先ほど議員おっしゃいました。確かにＰＤＣＡサイクル、こういったものは、なか

なかそれが本当に実行されていくのかどうかという部分は大変難しい部分もあります

が、しっかりやってかなきゃいけないということかと思います。 

 ご承知のように、それぞれの施策につきましては、成果指標や住民満足度の目標値

を設定しております。これらの目標を達成できるよう、実施計画において施策の具体

化を行っておりますが、その中で、国・県の動向、大変重要だと思います。 

 国・県の動向、社会情勢の変化、災害対応。この災害も、ここ数年というよりもこ

れからもこの対応が必要になってくるというふうに思いますが、災害の対応など緊急

的な課題にも対応しながら前進をしてきていると私は感じております。 

 しかしながら、施策の内容によっては期間を要するものもございます。また、数字

などの結果に現れにくいもの、こういったこともございますので、透明性や説明責任

が果たせるように極力努めてまいりたいというふうに私は思っております。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  今の答弁の中に、いわゆるＫＰＩのことも指していると思うんですが、

そういった指標、成果の部分。 



15 

 今の答弁の中では、前進しているということでよかったのか、何か今の答弁だと、

今のところ問題ないという解釈なのかなと思って認識しておりますが、答弁の内容に

つきましては次の質問にも関係してきますので次に進みます。 

 施策の内容が５項目あります。１つ目に職員の人材育成と確保、２つ目に行政改革

の推進、３つ目に公有財産の適正な管理及び有効利用、４つ目に広域行政、共同事務

の推進、５つ目に計画的・効率的な組織運営となっております。今、この５つの中の

内容というのが最初の１つ目の質問の中の答弁にもあったものが含まれているわけな

んですが、この施策の内容において、５項目の中で難航している部分というのがある

かどうか。または、全部問題なく進んでいるのかという部分についての質問をいたし

ます。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  お答えをさせていただきますまず。 

 まず、１項目めの職員の人材育成と確保でありますが、具体的な成果を上げること

ができる高い意識と意欲を有する人材の確保と育成を図りますとありますように、ま

ずは人材の確保に苦慮しておりますが、特に専門職であります。そういったことが非

常に苦慮している内容もあります。 

 また、各施策を進めていく上では、必要となる職員の採用試験を昨年度は３回、今

年度は既に１回を実施し、２回目を計画しているところであります。この傾向は、他

の自治体においても同様であると聞いております。 

 あわせて、自治体の業務は長引くコロナ禍において、これまで経験したことのなか

った業務への対応や定年延長など、勤務条件の変化によりまして、職員のモチベーシ

ョンを高め、やりがいを見出すためには、業務改善、意識改革などの取組が必要であ

るというふうに思います。 

 その１つの取組としては、コロナ禍で急速に進展したデジタル化であります。デジ

タル技術の活用は、人口減少や、これに伴い地域社会が直面している様々な課題の解

決策と併せ、２つ目の施策、行政改革の推進に掲載の効率的な業務運営や事務の効率

化を加速させることができるものというふうに考えております。 

 しかしながら、ここでも専門的な知識の習得やデジタル人材の育成は必要不可欠で

あります。昨年度から、立科町のＤＸ推進体制により、取り組んできているところで

あります。 

 また、５つ目の計画的・効率的な組織運営につきましても、適正な人事管理による

効率的な組織運営や職員研修の充実により、職員の意識改革及び質の高い住民サービ

スの提供に努めるとしており、役場職員の資質の向上が重要であるというふうに思い

ますし、大変難しいことであるとも感じております。 

 以上であります。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 
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１１番（今井英昭君）  今、難航している点、幾つか答弁ありました。これは、本当に最後の

言葉に尽きると思うんですが、本当に難しい、どれも難しいという言葉になってしま

うんですが、その中で、１つ目の職員の人材育成と確保についても、今、苦慮してい

るということでＤＸの話につながったわけです。 

 私も、今、どの項目が一番難航しているのかなと思って、その後の質問もどのよう

にしようかなと思っていたんですが、今、人材の話がありましたので、この人材につ

いては、今、挙げた施策の方針と内容が一致しているというのが人材育成の中にある

と思うんですが、その中の人材育成、職員研修の充実というのがあります。 

 人材育成の研修等の事業費が、実施計画を見ますと150万になっていたと思います。

この150万なんですが、職員数、何人で割るかにもよるんですが、80人で割った場合

は単純に１万9,000弱ぐらいですか……になると思うんです。 

 私は、過去に、直近でも調べたことがあるんですが、ほかの自治体、どのぐらい使

っているのかなという部分で調べたところ、何千円というところもありますし、何万

円というところもあるので、かなり幅があるので、なかなか参考にするには幅が広く

て分からないんですが、１万9,000円という額が高いのか安いのか、使い過ぎなのか

という意見が分かれるところだと思うんですが、私は率直に安過ぎると思います。 

 その根拠といたしましては、いろんな民間のシンクタンクなんかが、民間の１人当

たりの研修費幾らかけているのかというのが毎年出るんですが、このシンクタンクに

もよりますが大体４万円前後、高いところ何十万となっているんですが、平均では大

体４万円前後となっております。それに比較しますと立科町の場合、１万9,000に近

くなので半分になります。 

 やはり、民間も公務員も働くという定義は同じなので、その研修の部分につきまし

ては、民間と同じくらいの金額を使わなければ、もちろん、今の職員の方に優秀な方

はいっぱいいますが、さらに研修に行って磨きをかけていただきたいという意味では

この研修にかける必要があると思います。 

 これは、私自身の実体験にもなるんですが、私も会社員時代、かなり研修に行って

いて、かなりの金額をかけて研修に行ってまいりました。やはり、受ければ受けただ

けいろんな知識も増えますし、やりがいにもつながったという実体験もあります。 

 そうした中で、この実施計画にあります150万という数字、金額をもっと上げてい

くべきだと思うんですが、その点について町長のお考えを伺います。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  今、議員のほうで４万ぐらいという数字が出ました。相対的に150万の

予算という中で、それが高いか安いかという話が出ました。 

 私は、もちろん金額の問題もそうだと思いますが、一番は職員がどのような習得を

するか。それと、もう１つは、どこに着眼点を持って研修をするのか。それと、ただ

単にこの界隈の中で研修をするのがいいのか、あるいは本当の意味で都市部のほうに
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行って、そうした民間の、ある意味シンクタンク的な部分のところも含めて、そうい

った研修を職員がする必要があるのかどうか、このことをやはりしっかりと捉えた中

で、職員の研修というのは大事だろうなと思います。 

 それらを捉えた中で、相対的な事業費、ベースというのが出てくると思いますので、

150万が高いか安いかという答弁にはなりませんが、いずれにしても、そういうふう

に中身の問題に触れていくということだと思います。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  今、町長がおっしゃられたとおりで、私、そこを含んで今、質問して

しまったのはあれなんですが、当然、お金をかければいいということでは思っており

ません。着眼点がどこなのか、また行ってきたときにどのようなレポートを出されて

いるのか。過去の一般質問では、研修に行ってきたときには復命書だけだということ

で、今、ちょっとそれから時間がたっちゃっているので今、どうなっているかはちょ

っと分からないんですが、いずれにしても、研修に行ってきた後のアフターフォロー

とかもしっかりと整備しておかなければ、お金を１人当たり４万円出したとしてもそ

こはあまり身にならないので、セットで考えなければいけないです。 

 いずれにしても、そこができたということを仮定した中で、やはり研修にお金をか

けて、さらに町民のために働いていただくという部分におきましては、内容もさるこ

とながら研修費用もセットで考えていただきたいなと思っております。 

 そうした中で、今、費用の話が出たので、これもついでの話になってしまいますが、

職員、今いる人の人事もそうなんですが、やはり同時に採用のコスト、今、近隣も途

中で採用している傾向があるという答弁もありましたけど、やはり採用コストの予算

も計上に必要なのではないかと、やはりいい人材を集めるにはそれなりのお金をかけ

なければいけない。 

 ただ、今、民間と違う部分があるというのも承知の中の話をしているので、単純に

どこにお金をかけるという部分ではないのですが、やはり採用コストの予算ですとか、

あとは人材でいえば実務研修ですとか、あとは派遣研修、人材交流とかも含めてなん

ですが、そういったものもやはり人材育成の中の１つなのかなと思います。研修だけ

じゃなくて、こういった実務研修ですとか、派遣研修ですとか、そういったものを積

極的に取り扱っていただいて、いわゆる人材に関するコストをいかに合理的に、また

最大限に効果あるものにするのかというのは、人材育成をする近道なのかなと思いま

す。 

 今、いろいろな部分で考えているということは理解しましたが、さらにそういった

ことも考えていただきたいなと思います。 

 次の質問に移ります。 

 今、ＤＸの話が答弁の中にもありました。ＤＸの話になりますが、振興計画後期計

画策定時におきましては、自治体ＤＸの動きというのが、まだ現在ほどではなかった
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ので、振興計画の中にはＤＸについて今、明記されていません。 

 この第５次振興計画の後期につきましては、あと２年あるんです。この２年ある中

で、しっかりとこの自治体ＤＸについて明記が必要だと思いますが、そのことを踏ま

えて、計画策定後に取組が強化された自治体ＤＸの導入の位置づけは、またＡＩチャ

ットを業務支援としての導入の考えは、こちらについてお尋ねいたします。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  それでは、私のほうから概略を申し上げます。 

 第５次立科町地域振興計画後期基本計画は、令和２年３月に策定をしまして、国の

自治体ＤＸ推進計画は同年の12月に公表がされ、後期基本計画のほうが先に策定され

たことから、ＤＸの推進を直接示す記述はございません。 

 しかしながら、深く関わりがあり、方向性も同じ施策でございますので、現在、そ

の施策の中に位置づけてＤＸ推進に取り組んでいるところでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長のほうから答弁させます。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  ただいま、町長が申し上げたとおり、後期基本計画の中に国の自治

体ＤＸ推進計画に深く関わりがある施策がございます。 

 まず、自治体ＤＸ推進計画の重点取組事項では、１、自治体の情報システムの標準

化・共通化。２、マイナンバーカードの普及促進。３、自治体の行政手続のオンライ

ン化。４、自治体のＡＩ、ＲＰＡの利用推進など６つの取り組むべき事項が定められ

ております。 

 後期基本計画において、これに最も関連が強い施策は、基本目標５、地域の力で活

力あふれるまちづくりの施策５、計画的・効率的・効果的な行財政運営でございます。 

 この施策の内容では、２、行政改革の推進に民間への業務委託、事務事業の見直し、

電算システム活用等により事務の効率化を一層進めますという記載があり、５、計画

的・効率的な組織運営や職員研修の充実により、住民の意識改革及び質の高い住民

サービスの提供に努めますとあるなど、強い関連性がございます。 

 また、自治体ＤＸの取組と併せて取り組むべき事項では、地域社会のデジタル化と

デジタルデバイド対策があります。これは、基本目標４、豊かな自然とともに暮らす

安全・安心なまちづくりの施策11、高度情報化への対応と関係がございます。 

 自治体ＤＸ推進計画に示された主要な内容は、この２つの施策と深く関わりがあり、

方向性も同じであることから、現在、この２つの施策の中に位置づけ、ＤＸに取り組

んでおり、次期、第６次振興計画策定に係る評価・検証もこの施策の中で行う予定で

ございます。 

 そして、昨年度から次期振興計画の策定に着手しており、次期計画ではＤＸの推進

について基本目標ごとに整理し、施策に盛り込んでいきたいと考えております。 

 次に、ＡＩチャット、ＣｈａｔＧＰＴを業務支援としての導入の考えにつきまして
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は、一概に長所のみではなく短所もあると考えており、方法や個人情報の保護、例規

の制定改正等も含め、十分に検討する必要がございます。 

 長野県では、本年度、試験的に導入をしており、その状況も見ながら、今後、先ほ

どのＤＸの推進体制の中で、係長等で構成する電子決済事務手続ワーキンググループ

で研究をしていくことになると捉えております。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  まず、前段の部分のＤＸの位置づけにつきましては、個別の今、こう

いったものに含まれているということで位置づけは分かりました。 

 ちょっと、町長にお尋ねなんですが、今、位置づけは企画課長の答弁で分かりまし

た。この質問の私の終着点といたしましては、現状の振興計画の中ではＤＸというの

が位置づけ、しっかりと明記されていないという認識だから今回の質問になっている

わけなんです。 

 ＰＤＣＡサイクルというのは毎年やっているし、いろいろ変わるんですが、このＰ

ＤＣＡサイクルをやって、計画書って今まで変わったことがないと私の中では思って

いるんです。今回、このＤＸというのは、個別は分かりました。ただ、もっと大所な

部分から言いますと、立科町ＤＸ推進プランというのを昨年の９月に全協のほうで概

要の説明は受けたんですが、自治体にとって21世紀最初の革命となると、革命と言っ

ても過言ではないこの自治体ＤＸ革命が、振興計画にＤＸの言葉が出てこない。 

 個別は今、分かりました。個別じゃなくて、私が言っているのは、もっと大きな枠

でＤＸに向かって進行していくという、立科町ＤＸ推進プランにのっとってやってい

くという一文がない。確かに、ひもづけすればどれもが当てはまってはくると思いま

す。 

 私が言っているのはそうじゃなくて、ＤＸ全部を含めてしっかりと明記する必要が

あるんじゃないかなと。これは、ＰＤＣＡサイクルで年間１回やっているもので十分

に変更は可能だと私は認識していますが、その点について、町長にお尋ねします。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  議員のおっしゃることもごもっともな部分もございます。しかし、先ほ

ど、当初、私のほうで申し上げましたけれども、やはり取組方が、国と私どものほう

とのずれはございました。これは、第５次振興計画の後期計画の中にもあります。 

 これが、第６次の中では当然、大きなウエートを占めてくる。これは間違いありま

せん。ＤＸを推進することは、やはりこれからの行政の仕組みとしては、それから町

の仕組みとして大きな問題であります。これについては、しっかりとその位置づけを

していかなければいけないなという認識を私も持っております。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  若干、かみ合わなかった部分があるのかなと思うんですが、いずれに



20 

してもＰＤＣＡサイクルをせっかくやっているんですから、この自治体のＤＸ革命に

ついてはしっかりとＰＤＣＡサイクルを生かしながら、あと２年ありますから、しっ

かりとそこは位置づけをはっきりさせなければいけないんじゃないかなということを

お伝えして、次のＡＩチャットの中に行きます。 

 今、ＡＩチャットという表現をしたり、ＣｈａｔＧＰＴという固有名詞が出てきた

んですが、ＣｈａｔＧＰＴに限らずにいわゆるＡＩチャットを総称して私は今、ここ

では質問しているんですが、ＣｈａｔＧＰＴにつきましては、そもそも報道で連日さ

れていますので、多くの町民の方が聞いたことがある言葉だとは思っています。 

 今回、立科町の状況は課長の答弁で分かりましたが、この自治体ＤＸ推進計画を私、

ＡＩチャットにお願いしてつくってもらいました。そうしたら、この結果、１分もか

からないうちに、１冊の計画書とは言わないんですが要点を抑えたものが計画書とし

て完成して、追加情報を入れるとどんどんブラッシュアップしてくるので、すごい完

成度の高いものができるんです。 

 まだ、課題が多いということは分かります。ただ、まずはお試しとして、課長級の

管理職の方が１回、実務的に使ってみてはどうかなという、そういったことはどうで

しょうかという質問になります。 

 今の現状は分かりました。ただ、やはり今の時点で、ちょっとお試しでやってみる

という気持ちがあるのかどうなのか。その点についてお尋ねします。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 今回の一般質問でも、試しに私、ＡＩチャットを使ってみました。やはり、まだま

だ間違った部分もございまして、検証は必要だと考えております。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  間違った部分が出るというのも、私も承知していて、今ちょっと質問

の趣旨が、間違ったことも兼ねて、やはり皆さんが使ってみてどんなものなのかとい

うのがないと、なかなか議論が深まらないのかなと思っておるのです。 

 ちょっと、町長に質問いたしますが、ちなみに町長、このＡＩチャット、結構報道

されてから時間がたちますが、何かお使いになった部分、また今後、お使いになる予

定があるのか。その点について伺います。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  厳密には使ったことはありませんけれども、もちろん、これから当然、

私どもも、職員のみならず、理事者も当然使っていかないといけないと、そういうふ

うに思っております。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  今、町長のほうで使ってみるというような答弁がありました。まさに、
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やはり特別なソフトが必要でもないもの、また、費用がかかるものでもないので使っ

ていただいて、今、企画課長が答弁にも使ったという話をされました。私、質問にも

使ってみました。 

 やはり、質問でしたんですが、私の言葉でもなくて伝えたいことが違うので、なか

なかここには採用はしていないです。ＡＩは入っていないのです。ただ、その中で、

私も幾つか質問した中で、例えばスキー場の経営は、日本において今後、どのような

方向性なのか。そういったものも聞いてみました。聞いてみたら、ずらずら出てきま

す。 

 あとは論文ですとか、大学でやった論文を、ちょっと私、中小企業論を書いたので

すが、それを書いたら、もうそれこそ１分もたたないうちに論文が出来上がっちゃう

んです。もちろん、著作権の問題とか、そういった問題、るるあるのは存じているん

です。 

 ただ、いずれにしても、聞くと瞬時に出てきてくれるというものなので、ぜひきっ

と課長職の執行部側の方も、やったことがある方もいるかもしれないですが、ちょっ

と、これを機に空いた時間というか、休憩時間にＬＩＮＥとかでもありますので、ソ

フトを入れる必要もないので、ぜひ活用してもらいたいなと思います。 

 ここまで、ＣｈａｔＧＰＴの話をしておいて、ちょっと誤解されてはいけないので

あえてここで補足しておきますと、このＣｈａｔＧＰＴを使って職員数を減らすとか

は、毛頭思っていないです。これを活用して、簡単にできた案内文ですとか、あとは

決まった書式はＡＩにお願いをして、その空いた時間というのは立科町の特色ある課

題解決をそれぞれしていただきたいと思っていますので、こういった話をすると人を

減らすとかそういった議論になりがちなんですが、まず、私は毛頭思っていないとい

うのはちょっとつけ加えさせていただきます。 

 次の質問に行きます。第５次立科町振興計画及び実施計画中の健全な持続可能な財

政運営において、施策の方針では豊かな森林資源を活用した財源確保の取組をはじめ、

健全な財政基盤を築き、持続可能な財政運営に努めますとなっています。 

 この計画の施策の方針に沿って現在、前進されているのか、その点について伺いま

す。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  お答えさせていただきます。 

 先ほどの答弁同様に、毎年度、事業評価を行った上で進捗管理を行って、改善につ

なげていくものであるというふうに思います。 

 前進という言い方はともかく、計画に沿い、着実に進めているということを私は認

識しております。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  着実に進んでいるということなので、その細部になるのですが、施策
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の方針があって施策の内容が３項目あるのですが、１つ目が健全な財政基盤づくり、

２つ目に持続可能な財政運営の推進、３つ目にふるさと寄附金等の活用となっており

ます。 

 この施策の内容について、この３項目の中で今、現状、難航している部分、止まっ

ている部分、また課題等がありましたらお答えしていただきたいと思います。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  お答えをさせていただきます。 

 健全で持続可能な財政運営の施策内容では、１番目の自主財源の確保では、大きく

移譲財源の割合を抑えることは難しいというふうに考えております。しかしながら、

自主財源の確保については、主要となる税は、継続して長野県地方税滞納整理機構を

はじめ、県とも連携しながら収納率の向上に努めているものであります。 

 また、２番目の持続可能な財政運営の推進では、財政資産や地方公会計制度による

財務４表の作成により、財政状況の把握に努め、予算編成時にも活用しているところ

でございます。 

 財務４表、これは当然、賃貸借表あるいは行政のコスト計算書、あるいは純資産変

動計算書、資産収支計算書、これらの４つが４表になっておりますけれども、こうい

ったものをこの編成時に活用しているというところであります。 

 次に、３番目のふるさと寄附金等の活用では、ふるさと寄附金額の増加に努めてい

るところでございます。 

 なお、このふるさと寄附金の詳細につきましては、担当課長から説明させますので

お願いいたします。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  ふるさと寄附金では、これまで地元事業者のご協力をいただき、新

たな返礼品の導入に取り組みました。その結果として、令和４年度は寄附金額が

4,900万円を超え、３年度の3,300万円を1,600万円ほど上回り、令和元年度の地方税

法の改正による制度改正以降、最高額となりました。 

 中でも、ふるさと寄附金を機会に現地、立科町に直接訪れる体験型の返礼品が好評

で、特に立科町応援感謝券は、寄附金額の40％の2,100万円となりました。 

 この結果を分析すると、新たに取り組んだウェブ広告等が効果的に働いたこと等が

寄附金額の増加につながったものと捉えております。 

 しかしながら、自主財源の確保としてはまだまだ足りない状況でありますので、本

年度は、引き続きウェブ広告を継続し、ポータルサイトの掲載写真等も一新して、さ

らなる寄附金額の増加に向けて努めてまいります。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  今、この３つの項目の中で難航しているという部分の答弁があったの
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ですが、ちょっと、難航している部分、要は課題の部分というのが明確には分かりま

せんでしたが、いずれにしても自主財源の確保というのが、一番最初の方針の中に豊

かな森林資源を生かした財源確保ということで、この振興計画の中では森林資源を生

かしたという部分が一番最初に出てきているわけなんですが、そうは言っても、そも

そも確保というのが簡単にできるものではないということも承知しております。 

 健全な財政基盤や持続可能な財政運営の部分、２つ目になりますが、これについて

は、もちろん議会の役割としては監視機能というのをフルに発揮して、その責任を負

わなければいけないです。これ、町長に質問したいのですが、この問題につきまして

は、今後、特に持続可能な財政運営の項目につきましては、自立堅持の町をつくると

いうことで今、進んでおります。私もそう思っております。その中で、業務執行側と

しての町長をはじめとする管理職の皆さんと同時に、議会も一緒になって取り組むべ

きものだと思っているのですが、私はそういう認識で持っていますが、町長もそうい

った認識を持たれているのか。その点について質問いたします。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  議会と行政が車の両輪ということは当たり前のことだと思いますが、た

だ、当たり前の言葉ではありますが、大変これも、非常にある意味、互いを切磋琢磨

するということは非常に大変なことであります。 

 これがしっかりとした成熟をしていくためには、やっぱり互いの立場をしっかり認

識した上で、その上でそれぞれが持つ強み、それぞれが持ついわゆる立場の中での発

言や行動、こういったことをしっかりと踏み込んでいかないで、お互いが互いのこと

を理解し合いながら進めていくことが大事だと私は思います。 

 ただ単に、片方のことを我々がこうしますよということではなくて、そのことは

１つの提案があったら、それは１つ受け止めていただいて、それがこれからの町民に

対してどのようにプラスになるのか、町政運営として重要なのかという部分を捉えて

いただいて、そこの検証をしていただく。そしてまた、行う側においても、自分たち

のことは当然、今、おっしゃっていただいたように、自身たちが行っていることがど

のように今、進んでいて、どのような結果があるのかということも含めてやっていか

ないといけません。これは、お互いの切磋琢磨というふうになるかと思います。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  当然、私もそのように、役割がそもそも違うのでなんですが、今、受

け止めてという話がありましたが、こちらから言うと、逆に受け止める部分と受け止

められない部分がありますので、そこを切磋琢磨していきましょうということで一緒

にやっていきましょうということなので、今、役割の話とそれぞれの話がありました

が、私が言いたかったのは、要は仕事分担の中で切磋琢磨してやっていきましょうと、

最後にそういった言葉がありましたので、そう受け止めて、次の質問に行きます。 

 次の質問になります。 
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 廃止された行政改革推進委員会設置条例の代替はどのように進められているのか。

こちらについて、少し補足しますが、過去の一般質問におきましては、予算編成時の

ときに質問しているわけですが、今回は予算に限らずに、行政改革の中でこの代替が

機能されているのか。その点について伺います。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  この廃止された行政改革推進委員会、この設置条例も、その代替という

ことで進められているかという内容でございますが、ご答弁させていただきます。 

 町政を総合的、計画的に運営するための各行政分野における政策や施策の方向性を

定め、町政運営の最も基本となる計画は、立科町振興計画であります。現在、まち・

ひと・しごと創生法に基づく立科町総合戦略と一体的に取り組み、町が抱える人口減

少、少子高齢化などをはじめとし行政改革を含め、あらゆる行政課題の方向性を計画

で示しております。 

 また、振興計画作成に当たっては、立科町振興計画審議会の設置により、町長の諮

問に応じて立科町振興計画に関し必要な調査、審査をお願いをしております。 

 議員ご質問の現在は廃止されている行政改革推進委員会の設置目的につきましては、

社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な行政の実現を推進するために、町

長の諮問に応じて立科町の行政改革の推進に関する重要事項を調査・審査するといっ

た内容でございました。 

 振興計画の各施策を推進するためには、計画にも盛り込んでいる行政改革は必要不

可欠であり、振興計画作成の中で一体的にご審議をお願いすることで目的を達成でき

るというふうに考えております。 

 また、あわせて行政改革の推進を図るため行政改革推進本部に置かれていましたが、

同時に廃止をしております。現在は、不適切な事務処理の発生に伴い、第三者委員会

からのご提言を踏まえ設置した立科町コンプライアンス及び業務改善推進委員会がそ

の目的・機能を引き継いでおるというふうに認識しております。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  今、答弁の中で代替についてはいろんなものでやっているということ

で説明がありました。そのことが次の質問にも関わる部分なので、ちょっと次に進み

ますが。 

 先ほどの質問の中の行政改革推進委員会設置条例というのが廃案になって、その代

わりになるものが立科町コンプライアンス及び業務改善推進委員会が位置づけられる

と思います。 

 この委員会につきましては、過去の一般質問におきまして、予算編成時の際に無駄

を省くための研究として使われているという答弁がありました。同委員会におきまし

ては、今回の行政運営のことを質問しているので、コンプライアンスというよりは業

務改善にスポットを当てますが、この委員会の委員長が副町長となっておりますので
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副町長に質問いたしますが、このコンプライアンス及び業務改善推進委員会設置規程

の現状と課題は、また職員一人一人から改善案が出される工夫をしているのか、この

点について質問いたします。 

議長（今井 清君）  小平副町長。 

副町長（小平春幸君）  お答えいたします。 

 コンプライアンス及び業務改善推進委員会、私が委員長を務めておりますけれども、

ここ数年、職員の不祥事が発生したことから、委員会におきましては主に公務員の倫

理やコンプライアンスの意識の醸成に力を入れました。昨年、令和４年度につきまし

ては、全職員を対象にしたコンプライアンスの研修を２回開催をいたしたところであ

ります。 

 また、職員一人一人から改善案が出されているかというところですが、一人一人か

らの改善案というものは今のところはありませんが、この業務改善推進委員会として

業務委託やＡＩを活用した業務改善の可能性を検討した経過がございます。 

 デジタル化による業務改善の推進につきましては、先ほど担当課長が説明したとお

り、別に推進体制を整えてきたところであります。この体制の中で、庁舎内の業務フ

ローの見直しに向けて業務量の調査を実施をいたしました。全体の役場の中の業務量

を調査をしたということであります。そこから見えてきた実態として、職員でなけれ

ばできない業務をコアとして、それ以外のノンコア業務のうち専門性が不要な定型的

な作業が全体の40.5％であるということが分かってまいりました。このことから、正

規職員がコア業務に集中することが適正な人員配置であると考えられますので、ノン

コア作業を最小化をしてコア業務へシフトさせる必要があると考えております。 

 こういった調査結果につきましては、全職員で共有をしておりますので、今後にお

いて職員からも意見を伺いながら、役場全体で業務改善、意識改革に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  今、こちらの委員会の設置についての答弁は分かりましたが、この点

について、そもそもこの委員会が当初どのぐらいの会議を想定されてつくったものな

のか、つくられたときと同じ会議量ができているのか、業務量ができているのか。要

は、この委員会がうまく動いているのかどうなのか。所期の目的に沿って、今やって

いる内容は分かったんですが、ちょっと後半の部分につきましては、この委員会なの

かどうなのかがちょっとあやふやだったため、あえてそこの再質問になりますが、さ

せていただくのと。 

 あと、もう一つが、今回この業務改善推進委員会がせっかく設置されていますので、

立科町も提出してあります全国市町村ごとの行財政の改革についての調査票というの

がホームページにも年に１回出ているのですが、この中で立科町の項目を見ますと、
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立科町の行政改革の進めることについては、今のところ進める予定もないというとこ

ろにチェックされちゃっているんです。ほかの答弁の中から聞きますと、町はこの振

興計画の行政改革については包括的な計画があるということでいつも答弁されている

ので、ちょっと回答が一部違うんじゃないかなという部分が感じているんですが、そ

れはさておき、いずれにしてもこういった全国の調査がしっかり出ているので、まさ

に業務改善推進委員会で検討といいますか、そういったことをやったほうがいいんじ

ゃないかなと思いますが、その点についても併せて質問いたします。 

議長（今井 清君）  小平副町長。 

副町長（小平春幸君）  お答えいたします。 

 当初設立をした目的といいますのは、やはりコンプライアンスの解決だということ

がありましたので、その当時は回数を重ねて行っておりました。最近では、定期的に

といいますか、年１回ぐらい開催できればいいかなというところでやっておるんです

けれども、その当時と比べるとやはり回数は減ってきていることは確かであります。 

 先ほど今井議員から話がありましたその業務改善、行政改革の話につきましては、

ご意見として頂戴し、検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  取りあえず、つくったときから目的がコンプライアンスが主だという

ことで、それは理解はしているんですが。せっかく業務改善推進委員会という言葉も

残っているので、行財政改革運営についても十分に活用できると思いますので、この

委員会を十分に発揮していただいて、年に１回じゃなくて、まさに行財政運営につい

てここで議論していただければなと思っています。 

 また、職員一人一人から改善案が出される工夫という部分につきましては、いずれ

にしてもやはり現場の意見というのが生の声ですので、風通しよくしといていただき

たいなと思います。 

 最後の質問になります。実施計画におきまして、昨年度から第６次振興計画の準備

は進めていると承知していますが、今年度においては本格的に策定準備が進められて

いる予算となっています。 

 そこで、行財政運営について第６次立科町振興計画にどのようにつなげるのか、こ

の点について質問いたします。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  それでは、お答えをさせていただきます。 

 現在、第６次振興計画のアンケート結果がまとまり、今後におきまして事業評価や

検証を踏まえ、策定計画に沿った中でさらなる行財政改革運営について計画に反映で

きればということで考えておりますし、そのように進めてまいりたいというふうに思

っております。 
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議長（今井 清君）  今井英昭君。 

１１番（今井英昭君）  いずれにしても、この期間というのが第５次のものをどうやって、こ

れはほかの項目もそうなんですが、今回、行財政に限った話しかしていないんですが、

それ以外についてもそのような形で進められていると思いますので、第６次振興計画

というのが実態にあった形のものにつなげていただきたいなと思います。 

 そうした中で、今後の立科町の行財政改革をどのように行うのかという部分におき

ましては、この２期目の両角町政が始まったばかりの今、今後の町政運営の在り方を

含めてしっかりと議論していただいて、指針をつくり出して、第６次振興計画に落と

し込んでいただきたいと思うんですが。 

 過去ありました、今日の廃案の話もありましたけど、それ以外にも立科町行財政改

革大綱ですとか行財政改革指針、これもまた現状継続されていなくて、そのときに終

わってしまっていて、今現状何もないという状況。今回質問もいたしました行財政改

革推進委員会もなくなってしまった中なんですが、新たに、今、町長６月の定例会の

中でも話がありましたが、観光関連の観光振興推進会議ですか、のこちらも重要なん

ですが、その前段でこの行財政改革委員会を、ちょっとしつこいようですが、やはり

こういった委員会をしっかりと復活させて第６次振興計画につなげたらと思いますが、

その点についてお願いいたします。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  ただいまの意見は、意見として承っておきます。 

 私は、今、議員おっしゃいました観光面、もう非常に、今、立科町は農業と観光と

いう非常に大変なときを迎えていますし、曲がり角であります。この一番重要なとき

に、もちろん行財政改革、その推進をしていくための委員会は大事でありますが、そ

の基礎となるものは、いかに地域の人たちがどのように考え、それをどのように含め

て、それをある意味前に進めていくかということは非常に大事なことで、これをしっ

かりつかまないと、やはり私はこれからの振興計画の基本はできないんだろうなとい

うふうに思っています。 

 ですから、加速をさせていきたいと、迅速に進めたいということを申し上げており

ますので、これらも含めて、今、議員のおっしゃっていただいたことは意見として承

っておきますが、私たちの立科町の見えるこれからの将来、このことをしっかりと見

据えてやっていきたいというふうに思っております。 

議長（今井 清君）  今井英昭君、まとめてください。 

１１番（今井英昭君）  今ちょっと誤解、これもう誤解されちゃっていたらあれだからあえて

言いますが、この観光振興推進会議というのが別に下に見ているわけでもなくて、こ

れも重要だということを今お話ししたんですが、これも重要なんですが、やはり行政

改革があってからこそ観光や農業があるという部分、やっぱり根幹は行財政運営じゃ

ないかなという部分で質問したんですが。両方大事だと言われればそれまでなんです
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が、やはり行財政運営についてもしっかりとした組織が今のところ何もなくなってし

まっている、指針がはっきりとしたものがないということで、今提案をさせていただ

いたという部分になります。 

 今回、両角町長が２期目がスタートしていて、この前半の２年間は第５次振興計画

のまとめの期間、また第６次振興計画の策定の期間というのがこの前半２年間。後半

が、第６次振興計画の実行期間になるということで、町長、こういう表現でいいかど

うか、ラッキーというか、自分でまとめて、それを第６次振興計画で２年実行少なく

ともできる、その後は別として少なくとも２年できる。こういったラッキーな年でも

あります。 

 ですので、第６次振興計画というのを楽しみに私もしていますし、また行財政運営

については、今回議員の中からも何人か意見が出た、内部の中からやはり楽しくわく

わくしないと移住者も増えない云々かんぬんという話がありましたが、私もそのとお

りだと思います。 

 まずは、職員の方、ここの執行部の方、また議員もそうですし、職員の方がわくわ

くするような形で仕事ができるというのを、私たち議会もそうですし、また町長はじ

め執行部の方もやっていただいて、行政運営を今後もこの４年間楽しみにしておりま

すので、また注視していきたいと思います。 

 以上で、一般質問を終わります。 

議長（今井 清君）  これで、11番、今井英昭君の一般質問を終わります。 

 ここで昼食のため暫時休憩とします。再開は午後１時30分からです。昼食に入りま

す。 

（午前11時51分 休憩） 

 

（午後１時30分 再開） 

 

議長（今井 清君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告順８番、２番、宮坂幸夫君の発言を許します。 

 件名は １．庁舎内のコピー代金の異なりについて 

     ２．売上金の管理について（権現の湯に関して） 

     ３．抵当権付き土地の購入について 

     ４．敬老会の廃止について 

     ５．直接電話の時間終了セットについて。また、電話の受け方の訓練に

つ 

       いて 

     ６．道路交通法の違反発生に対しての監督管理者の処分の不透明につい

て 
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     ７．議会・行政・財政の変革について（反問権の導入） 

     ８．区費・部落費の負担を“無し”の町にする。 

     ９．土地改良区の現在の非稲作農家「賦課金」の負担軽減。 

     10．「公募」を推進する町へ 

     11．教育委員会をチーム制にしては 

     12．職員の意識改革及び質の向上 

     13．もっと女性力を活かせる場づくりを 

     14．庁舎に向って東側のスペースをイベント活用スペースに環境を整える。 

     15．生成ＡＩと町民はどうつきあうかの15件です。 

 質問席から願います。 

 

〈２番 宮坂 幸夫君 登壇〉 

２番（宮坂幸夫君）  ２番、宮坂幸夫です。今、私は大阪維新の気持ちでここに立っておりま

す宮坂幸夫でございます。よろしくお願いします。 

 では早速、一般質問に入ります。よろしくお願いします。 

 最初に、庁舎内でコピーをお願いすると、私の場合、ホームページをやっておりま

せん。それで、こういうことがあったんです。おい、昨年の懇談会のＭはおめえかと

いう問合せがありました。何かと思いましたら、ホームページに昨年の４回の内容が

全て載っていたんです。これで私は関係はないもんですから、役場にお願いして、全

てのコピーをお願いしました。それはちょうど50枚分ですか。１枚30円で1,500円で

すか。それをどうこう言うことは考えておりません。1,500円の領収を（  ）。 

 それから、教育委員会にお願いした資料、サイズはみんなＡ４です。１枚25円、お

支払いしました。総務の関係では、同じＡ４サイズで10円です。 

 先日、情報公開で下水道の関係で設計図をお願いしました。これは20円でした。こ

の違いをお尋ねします。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願いま

す。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  初めに、初めの質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、町では、町民の皆さん等からのご要望により、必要に応じてコピーをしてお

ります。町内にコピー機の設置箇所がなかった頃から、町民サービスの一環で行って

きたところであります。 

 しかしながら、現在では、町内でもコンビニエンスストアなどで、いつでも手軽に、

経済的にコピーをすることが可能となるなど、その環境も変化してまいりました。 

 町のコピー料金の基準につきましては、この後、担当課長より申し上げますが、基
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本的には機械の維持経費、消耗品等を勘案して、実費分をご負担いただいているもの

と承知をしております。 

議長（今井 清君）  齊藤総務課長。 

総務課長（齊藤明美君）  それでは、コピー代について申し上げます。 

 一般的には、町民サービスの一環としまして、コピー料金につきましては、先ほど

町長が申し上げましたように、機械の維持経費、また消耗品代等を考慮して、白黒の

コピーでは、Ａ３サイズが25円、１枚です。（発言の声あり）Ａ４です、すみません。

Ａ４サイズが25円、Ｂ４サイズが30円、Ａ３サイズが40円で、カラーコピーとなりま

すと、Ａ４サイズが65円、Ｂ４サイズが70円、Ａ３サイズが80円の設定としておりま

す。 

 しかしながら、公文書公開条例及び個人情報保護条例に基づく写しの提供につきま

しては、白黒コピーは用紙サイズに関係なく一律10円、カラーコピーは一律20円と設

定をしている状況でございます。 

 議員の各課で料金が異なるというご質問でございますけれども、種類が異なるため、

それらに応じた料金となったものと推察しております。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  宮坂幸夫君。 

２番（宮坂幸夫君）  ありがとうございました。 

 次、２番行きます。売上金の管理でございますが、私自身もこの売上金管理は35年

間しておりました。通常、今回、権現の湯さんの例を挙げましたけれど、権現の湯さ

んは物の売りがある、入浴のチケットの売上げがある、自動販売機があるということ

です。基本的にこういう環境ですと、物は朝スタートのときに棚卸しがあって、最後

締めたときに棚卸しをして、その間が売上理論値というふうに私は表明しました。 

 当然、現金というのはレジにあるものなんです。これがイコールで初めてオーケー

なので、４年前に私は権現の湯さんと、当時、大島支配人か。それから山の関係、今、

今井局長ですけれど、当時、山で課長をしてまして、売上金についてお尋ねをしまし

た。もう一人、羽場室長にもお尋ねして、３名の方から書面で回答を頂きました。 

 その中で私は権現の湯、当時、４年頃ですけど、前ですけど、何か自動販売機の釣

銭で両替するのが習慣になっているように私は感じました、フロアにいて。レジで売

店してて、釣銭がなくなると、マシンのほうの鍵を開けて、両替をしている場面を、

１時間ぐらいたったときに数回見ました。 

 これに関して、売上げに関して、どのように銀行入金までしているかをお尋ねしま

す。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願いま

す。 
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〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  権現の湯は、恵まれた自然美と眺望を生かし、利用される方々の安らぎ

と触れ合いの場としての施設でございます。今後も来館者が安心してくつろげる施設

として努めてまいります。 

 なお、売上金の管理の件につきましては、担当課長よりお答えをさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  権現の湯において、町職員が売上金等につきましては、３つの方法

により処理をしております。現在の状況を申し上げます。 

 １つ目は、入場券、回数券、和室利用券等を販売する券売機の売上げでございます

が、営業終了時に売上金の明細を日計表として出力しております。この日計表を基に

売上金と釣銭を職員が確認し、温泉係長が売上金を指定金融機関である佐久浅間農業

協同組合立科支所へ入金伝票、日計表とともに売上金を預け入れします。入金伝票、

日計表は役場会計室に回付され、会計室の職員が入金金額等確認をし、日計表は職員

の押印後に権現の湯に回付し、権現の湯で保存しております。 

 当時は、今のお話ですと、券売機を開けて釣銭ということなんですが、今は釣銭、

用意しておりまして、それはしていない状況でございます。 

 担当課以外の会計室の職員が日計表を確認するチェック体制については、昨年度の

途中から変更し、強化に努めております。 

 ２つ目は、売店等における委託販売の売上金でございますが、営業終了後に、レジ

スターと連動しているパソコンから日計表を出力し、売上金と釣銭の確認を職員が行

っています。 

 委託販売の売上金は、許可業者の売上げが含まれるため、直接、町の口座に入金す

ることができないことから、一旦、権現の湯の通帳に入金し、翌月、許可業者の売上

金と町の手数料を精算し、町の手数料分は、町の口座に入金します。このチェック体

制については、月に一度、課長である私が通帳等を確認しており、このチェック体制

も、昨年度の途中から始めております。 

 ３つ目は、食堂自動販売機等の業者からの売上げに応じた使用料等でございますが、

こちらは直接業者が町の口座に振り込みます。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  宮坂幸夫君。 

２番（宮坂幸夫君）  ありがとうございました。 

 次に、３番目ですけど、抵当権のついた土地、道路拡張のために役場は購入された

かと思います。この抵当権付き土地を購入して、購入というか、手に入れて、平林の

場所ですけど、道路拡張されたかどうか、お尋ねします。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願いま
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す。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  一般的に町道の道路改良等により、新たに道路の敷地が必要となった場

合は、町は売買や寄附などで用地を取得し、工事を行います。その場合、抵当権が登

記されている場合は、債務者から承諾書を頂き、抵当権の解除を行っております。 

 詳細につきましては、担当課長からお答えをさせていただきます。 

議長（今井 清君）  篠原建設環境課長。 

建設環境課長（篠原英男君）  お答えをいたします。 

 ご質問の物件につきましては、町道平林真蒲線改良工事の際に、畑の進入路用地と

して、地目が畑の一部ということで取得した土地だと思われます。 

 以上になります。 

議長（今井 清君）  宮坂幸夫君。 

２番（宮坂幸夫君）  一つだけお尋ねします。この抵当権付き土地を手に入れるときに、プロ

の助言は頂きましたでしょうか。したかしないかで結構です。 

議長（今井 清君）  篠原建設環境課長。 

建設環境課長（篠原英男君）  お答えをいたします。 

 事務は取得に関しては担当職員、また登記担当職員のほうで処理をしておりまして、

特に専門家、プロ等の助言は頂いておりません。 

 以上になります。 

議長（今井 清君）  宮坂幸夫君。 

２番（宮坂幸夫君）  ありがとうございました。 

 次に行きます。敬老会の廃止の件ですけれど、私自身、３年前に細谷区の老人クラ

ブのお世話になりました。今年４年目なんです、人がいなくて４年目なんですけど、

そのときに一度参加したことがあるんです。体育館でしたときに。そのときに約２時

間ぐらいいまして、最後に出たのはお弁当とペットボトル一つということで、ちょっ

と寂しかった思いはあります。２時間という中でお茶菓子が欲しかったなと思いまし

た。 

 私は、この老人会は廃止していいんじゃないかと思います。町長のお考えをお尋ね

します。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願いま

す。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  ご質問の敬老会につきましては、長年にわたる社会に貢献された高齢者

の皆様を敬愛し、長寿をお祝いするために、毎年敬老の日に式典を開催していたもの
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です。 

 詳細につきましては、担当課長からお答えさせていただきますので、よろしくお願

い申し上げます。 

議長（今井 清君）  荻原町民課長。 

町民課長（荻原義行君）  お答えいたします。 

 敬老会につきましては、令和元年度までは70歳以上の町民の皆様を対象に、立科町

体育センターで開催をしておりました。その後、令和２年度には新型コロナウイルス

の感染拡大により、大勢の方が一堂に会する機会はほぼ取りやめとなり、敬老会も例

外ではございませんでした。 

 また、かねてより少子高齢化に伴い対象者数が増えてきたこと、年齢で一律に高齢

者と区切られることについて抵抗感を持たれる方も増えてきたことなどから、敬老会

の在り方について見直しの声も多く、その必要性を感じてきたところであります。 

 折しも、コロナ禍も重なり、令和３年度からは節目となる100歳、白寿、米寿の方

のみを対象として、老人福祉センターでの開催を計画したところですが、令和３年度、

令和４年度ともコロナ禍により見送らざるを得なかったところでございます。 

 本年度以降につきましても、先述の節目年齢の方を対象に、老人福祉センターでの

式典の開催を計画している方針でございます。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  宮坂幸夫君。 

２番（宮坂幸夫君）  分かりました。ありがとうございます。 

 次に、直接電話の切替えと言いましょうか、夕方は５時半、朝は８時半ですか。と

ころが、８時半過ぎてもセットされたままなんです。これはどこに原因があるんでし

ょうか、お尋ねします。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願いま

す。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  議員ご指摘の８時30分を過ぎても切替えがされなかった事案につきまし

ては、大変ご迷惑をおかけしましたことをおわびを申し上げます。担当課へも確認を

いたしましたが、時間設定により自動切替えとなっておりますが、停電などの影響に

より設定時間がずれてしまったことも考えられるとのことでした。今後、このような

事案も想定し、確認をしてまいりたいと考えております。 

 また、電話対応につきましては接遇研修、新規採用職員研修等も行っておりますが、

継続した研修の実施により、職員の接遇マナー向上、資質の向上に努めてまいりたい

と考えております。 

 なお、直通電話につきましては、電話の取次ぎ時間の短縮と迅速な対応につなげる
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ため導入をしておりますが、夜間、休日などの業務時間外には、職員不在によりご不

便をおかけしないよう、代表番号をご案内しておりますことをご理解いただきたいと

思うところでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

議長（今井 清君）  宮坂幸夫君。 

２番（宮坂幸夫君）  電話の受け方なんですけれど、私は会社に入社したときに、１週間のト

レーニングがあるんです、新入社員のトレーニング。その中で電話のかけ方の大切さ、

また受け方で大事なことを取得しました。 

 それは電話を受けるときに、名前を名のるということです。例えば私が立科町役場

住民課係の宮坂ですと名字だけを名のると。この効果は朝のスタートですから、人間

の心、締まるんです。そういうふうに会社から教えられました。それによって１日の

効率アップにつながるという。それも30％ぐらいの動き、早まるというトレーニング

を受けたんです。 

 現在、役場職員の電話のして、大変失礼なんですけれど、非常に経験豊富な方の電

話を受けたときに、名前を名のったかと聞いた、ちょっと私自身少ないんです。新入

社員でびしっと名前を名のった人、いるんです。これは一日の仕事の効率アップにつ

ながるということ、これ私自身、会社に教えられて、間違いなく35年間してきました

けど、間違いありません。 

 ぜひこの辺も共有していただいて、その空き時間は有休、今回使うんです。有休に

回すんです。ただ効率が上がったから、もっと仕事しようということでなくて、それ

は職員の休暇に充てて、家庭サービスをしてほしいんです。ぜひこの辺も皆さん、見

直していただくと、電話したほうも気持ちいいんです。誰々当てに電話したけれど、

次につないでもらったらば違う人が出て、また３回目にようやく目的の人につながる。

ぜひこの辺だけは希望としてお話ししておきます。 

 次に、道路交通法のいろいろな事故、事件ありました。私自身、マスコミの記憶の

中では、実印の許可なし使用ですか。これについてはたしか総務課長も処分にされた

という記憶ですが、間違ったらごめんなさい。 

 ところが、交通法の関係の違反もろもろ、複数発生されたというように記憶してお

りますが、課長の処分、ちょっと私、記憶ないんです。交通法規違反についても、複

数記憶しております。間違っていたらごめんなさい。何かその交通の関係で違反者、

退職者、これについての所属課長の処分はされたでしょうか、お尋ねします。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願いま

す。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  議員の質問の道路交通法違反に係る処分につきましては、地方公務員法

第29条の規定に基づき、車両運転職員の表彰及び処分に関する規程を設けているとこ
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ろであります。 

 規程第４条では、その処分の基準を規定し、事故の区分又は違反の区分等により賞

罰委員会の意見を聴いた上で、私が処分を決定しております。 

 また、職員の処分規定とは別に、理事者においては、その事案の社会に与える影響

など重要性を鑑み、管理監督者としての処分については、その都度、給料の減額条例

制定等により、議会の議決を経て、減給処分の方法により、自らを戒めてきていると

ころでございます。 

 議員ご質問の具体的な事案に対する根拠等につきましては、担当課長より説明をさ

せます。 

議長（今井 清君）  齊藤総務課長。 

総務課長（齊藤明美君）  ただいまの質問の中に、特にご質問の中にはなかったんですが、通

告されております日付の問題です。そちらにつきまして、私のほうからお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 公務員の刑事事件に対する国や地方公共団体の対応につきましては、当然国家公務

員法や地方公務員法の適用が原則となります。刑事事件に関し起訴された職員が判決

を受けまして、禁錮以上の刑が確定した場合、公務員としての欠格事項に該当するも

のとして、当然失職となると定められているところであります。 

 失職の場合、地方公共団体の裁量の入る余地はないものでございますので、確定日

が１日であれば、その日をもって退職するということになりますので、ご承知おきい

ただければと思います。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  宮坂幸夫君。 

２番（宮坂幸夫君）  庁舎正面に向かって道路から入りますと、こういう大きな看板があるん

です。内容は飲酒運転撲滅宣言の町という看板。ぜひみんなで注意しましょう。 

 次に行きます。７番目なんですけど、議会、行政、財政の変革についてお尋ねしま

す。 

 まず、議会の関係なんですけれど、議員側は今回、定数12名、そのままということ

で、今回、私ももらいました。何か町民の心と違うなというふうに私、感じています。

具体的に言いますと、４名削減してもいいなという思いなんです。してほしかったな

という思いなんです。 

 そこで、執行部の皆さんにお尋ねします。現状の立科町の議員定数12名維持につい

て、心をお尋ねします。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願いま

す。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 
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町長（両角正芳君）  ただいま宮坂議員のほうから、議員の定数の関係が出ましたけれども、

この関係につきましては、申し上げておきますが、削減の関係の導入関係につきまし

ては、私の立場からお答えすることはできませんので、ご理解を賜りたいと思います。 

議長（今井 清君）  宮坂幸夫君。 

２番（宮坂幸夫君）  それでは、行政についてお尋ねします。 

 その中の人事なんですけれど、私自身16年間、ずっと組織表をファイルしました。

これ私自身、勝手なんですけれど、職員の皆さんの査定に、自分なりに、勝手ですけ

ど、自分なりに能力と言いましょうか、それの目安にずっとファイルしております。 

 例えばですけど、確かに皆さん、公務員の皆さんは、定年というのはなくなりまし

た。違反ではありません。ただ一町民としての思いとして、退職金をそれなりにもら

って、なおかつ、ずっと勤めていて、私の単純な計算なんですけど、それぐらいの金

をまだもらっているという思いの中で、退職された方があるときに言いました。やっ

ぱり仕事をお願いするには慣れた人がいいよねって。だって、自分で教えなくてもい

いんだから。何かその心がずっと行政のいろいろな分野の人事において、いまだ続い

ているように私は勝手に思っております。 

 町民の、こちら見てほしいんですけど、収入です。この赤いのが200万ちょっと、

これ農家で私が草刈りしても、１年しても、機械と燃料持ち込んでも200万ちょっと

なんです。あとは細かいことは言いません。あと皆さんの給料です。そういったとき

に私は、ある程度、世帯の所得と言いましょうか。確かに慣れた人がお願いしたほう

がいい、分かるんです。 

 でも、一例を言います。公民館などは、ある程度若い人、40代前後の若い、私は女

性がいいと思うんです。育てるというんですから、その方に公民館長を長くやってい

ただくというふうな形が私は望むんです。 

 でも、ＯＢで経験した人に、１年ちょっと体休めて、また復帰してもらってという

ことは、先ほど言いました収入の分、その家庭の豊かさと言いましょうか、いい小遣

いが入るんです。 

 ぜひこの辺、もう少しこの立科町、公民館活動、文化、専門的な方を育ててほしい

なと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  それでは今、役場の行革といいますか、人事の関係かと思いますけども、

再雇用関係も含めてお答えをさせていただきます。 

 人事の件に関しましてですけれども、地方公共団体の職員には再任用制度という、

民間で言えば再雇用制度と同様に、定年後も継続して働くことができる制度がありま

す。 

 これら制度が生まれた背景としては、年金受給期間、時期の引上げに伴いまして、

60歳から65歳は無給の期間が発生してしまうことから、法改正がされて以降、定年の
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引上げや定年の廃止など、公務員に先駆け、民間において導入されたものと承知をし

ております。このような再任用は、制度として存在し、当然の働き方として定着もし

てきているところはご承知のとおりでございます。 

 あわせて、地方公務員制度の改正により、今年度から定年の段階的引上げが行われ

ているところでありますが、65歳定年完成までの移行期間中におきましても、経験を

積んだ職員の再任用制度につきましては、その目的からも最大限に活用してまいりた

いと考えているところでございます。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  宮坂幸夫君。 

２番（宮坂幸夫君）  次に、財政の関係でお尋ねします。 

 よく補助金があります。いろいろな外郭団体にもありますけれど、目的が終了して

もそのまま支払われていると。また、一旦行政から外郭団体に移行しても、その目的

を実施していないという部分があるんです。 

 具体的に言いますと、平成25年から、具体的に申し上げます。遠山町政時代にユー

ユーたてしな協議会、立ち上げました。この名づけ親は、私の記憶では両角町長かと

いうふうに記憶しております。 

 この団体に、当時は景気が低迷していて、そういう補助金は全体マイナス５％とい

うような形で減額しまして、皆さんの給料も10％ぐらいマイナスした時代があるんで

す。 

 このユーユーたてしな協議会の補助金50万円、平成25年から商工会では、もう払っ

てないんです。この情報は、毎年担当課長なりが、招待なのかご案内なのか分かりま

せんけど、総会に参加されて、その資料は毎回頂いているはずなんです。 

 どういう内容かというと、商工会さんからユーユーたてしなさんに50万円補助しま

す。これはなぜそういう形を取ったかというと、当時マイナスの時代でした。補助金

減らしましょうという中で、町民の心もあるということで、商工会さん経由でユー

ユーたてしなに補助されていたんです。 

 私の今回言いたいのは、この補助金も平成25年から商工会さんからなくなっている

んです。というのはユーユーたてしな、利益が出たから、農村体験で利益が出始めた

んです。 

 ところが、いまだに988万円の中にこの50万円が含まれているんです。もう10年ぐ

らい、積み上げて500万になる。私はこういった使い方を変えて、例えば商工祭、私、

メンバーでは、会員ではないんですけど、若い方が何か新しいことをしたいと。お金

は使っちゃいけないと言っているんじゃなくて、使い方をやっぱり変えたほうがいい

なと思っているんです。 

 だって、目的が終わっているんだ。新たに商工会さんで新たなこと、若者が新たな

ことをしたいということは、もちろんそちらに行政が（  ）使われるままなんです。
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これについては非常に残念でありますが、ぜひこの場で回答は要りませんけれど、こ

れが私の言う一例です。財政、お金の使い方の見直しをしてほしいなと思うことです。

回答は要りません。 

 次に、私は今回、やることということで、これは選挙のポスターで使った、拡大し

たものです。実際はＡ４の小さいのを使いました。自分でつくりました。今日は、同

じものですけど、駄目ですか。分かりました。すみません。 

 そこで区費・部落費の負担なしの町についてです。今現在、細谷では４団体ありま

して、区、公民館、神社、消防と、それぞれ別々に、同日公民館で徴収しております。

区費は１万円です。公民館費は7,000円です。神社5,000円です。消防4,000円です。

神社は信仰の自由云々ありますから、移住者からはもらっていないから、昔からいる

方ですか。はっきり、私、役員じゃないから分かりません。 

 その中で区費について、私は今回、町が交付金で出してくれないかなという思いが

あります。現在は地区活動推進交付金ということで約497万7,000円ですか。これはも

ちろん条例があって、それなりに支払われておりますが、ここでその区費の分、１万

円をぜひ行政で交付金として支給されたい。 

 現在、この金額が、細谷の場合を見ますと19万8,000円ほど頂いているんです。こ

れが世帯数で割ると1,400円くらいですか。これを１万円ということは、それなりの

金額になりますが、私は３年間、来年、再来年、３年間で是正して、何とかこの辺の

若者の負担を軽減できないかなということで、今回ここに上げました。ぜひ、両角町

長の方向性だけで結構です。一言頂ければうれしいかなと思います。お願いします。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁求めます。両角町長、登壇の上、願います。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  それでは、今議員のほうから方向性というお話でございました。まず、

区費もそうですけれども、区費・部落費も含めてそうだと思いますが、各地区の運営

の必要な事業等、これは各地区によって違いがあります。規模も違います。それぞれ

のお考えの基準によってご負担を頂いているというふうに、現状認識をしております。 

 このことを今まで、それぞれの地域でそれぞれの慣習、そして自主的な地域活動、

様々なことを、地域によって創意工夫をされて運営されているものだというふうに思

います。 

 行政も地域の皆さんの活動の中に、もちろんいろんな労働といいますか、除雪だと

か、いろんなケースの中で、地域の皆さんの支援をしてきていると思います。支援と

いうか、地域のやっている活動に対しての対価というふうに思います。 

 しかし、基本的に、やはり部落、区費や部落費の負担というのは、私は基本的に地

域をそこにつかさどっている地域の皆さんの組織で、それは考えていただく内容であ

りますので、ここで町がそれを負担しますとか、そういう答弁はできない、控えさせ
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ていただきたいと思います。 

議長（今井 清君）  宮坂幸夫君。 

２番（宮坂幸夫君）  分かりました。じゃあ次に行きます。土地改良区で現在、昔は水利費と

いうことで、水田を持っている方は納めて、これも法的に云々とかということで納め

ております。現在も実際はお米は作っていなくて、任せているんだけれど、水利費だ

けはお支払いしていると。それぞれの違いはあります。Ａというところの農業法人さ

んでは、いろいろ持つとか小作料を上乗せしてあるとか、いろいろあるんですけど、

このことを全員協議会かけられました。論外でした。土地改良区の問題というのは論

外でした。 

 私は、農地の関係で、今現在、農林係の佐藤主任ですか。農地の関係、担当してお

ります。何か荒廃させないために維持される。もちろん委託して作ってやるんですけ

れど、何かそちらの方向から、そういった同じ金額ではないんだけど、もらえるとか、

補助金という形がいいのか分かりませんけれど、ぜひ担当の佐藤主任に研究してほし

いんです。 

 ただこれは土地改良区の問題ということではなくて、農家の問題です。それももう

年老いて、実際に委託して、水利費だけは払ってるという。現実、全てでありません

よ。先ほど言ったいろいろな形がありますから。でも、私は国で力を入れている荒廃

農地のことでいろいろ支援されているんです。現実に作ってもらうということは、そ

れを防止してくれてるわけです。 

 ですから、農業法人さんに全部負担せよということでなくて、そういった佐藤主任

に研究していただいて、国からもらえるもの、何かないかということです。そういう

ことをして、その道、実際に額に汗して、委託されて作っている方に、そういうお金

が支給されるというような思いなんです。ぜひ担当者に、いや、これは土地改良区の

問題だということでなくて、町民の農地、荒廃地を守っているわけなんです。ぜひ両

角町長のお考えというか、気持ちをお聞かせください。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願いま

す。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  すみません。答える前に、すみません。それでは、お答えになるかどう

かということもありますが、まずこの土地改良区のいわゆる賦課金問題です。今、ま

ず土地改良法からひもといてお話をさせていただきます。 

 というのはこの問題について、いわゆるちょっと間違ったということはないんです

が、勘違いをされているケースが多々あります。ですので、ちょっと長くなりますけ

ども、お聞きください。 

 土地改良区の賦課金というのは、土地改良法第36条第１項に規定されております。
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土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費に充てるために、

その地区内にある土地につき、その組合員に対して──この組合員というのは３条資

格者、土地改良法３条です。その土地改良法の３条にある、その組合員に対して金銭

を賦課徴収することができるものとされております。 

 土地改良事業に参画する資格を有する者全て土地改良区の組合員になります。した

がいまして、土地改良区の賦課金は、土地改良事業で造成した農地や農業用水路など

のかんがい施設を将来にわたって維持管理していくための組合費で、この新たな施設

を造成するための負担金でも、水を使うための水利費でもありません。どうもこの水

利費というのを、大分誤解をされているように思います。 

 たまたま昔、土地改良区というのは水利費とかという名前もちょっと使われますが、

今は多分維持管理料といいますか、組織が運営されている運営費の中は、経常賦課金

という通常の賦課金だと思う。 

 それから、たまたま新たに水路を改修するとか、それから農地を、要するに圃場整

備をするとか、こういうのは特別賦課金として、いわゆる特別の事業として徴収をす

るのが特別賦課金です。本来この２種類しかない。 

 ただたまたま水利費という言葉をよく使いますが、水利費というのはあくまでも水

利の権利の水の水利費ではなくて、これはあくまでも総称して水利費という言い方を

していますが、そのところは誤解を生まないようにしていただきたいというふうに思

います。 

 それで本題に入ります。議員ご質問の非耕作農地です。要は水田であっても畑地、

畑です、だとか雑種地とか、要するに荒れているところ、こういうのをできれば有効

活用というお話もございましたけども、これはちょっと土地改良区とは切り離して考

えなきゃいけないというふうに思います。 

 農地が農地である限りは、農地として活用していかなければいけない。これは農地

法にあります。この中でもし今土地改良区の賦課金を払っている組合員がいたとして、

その組合員がもし水田、水を使わない、水田として扱っていないと、要するにもうそ

のまま私は作れないから水は使いませんよとなったときに、何でそこに賦課金をかけ

るんだという、こういう疑問も湧いてくるかと思います。 

 でも、これは先ほど私、申し上げたように、農地が農地である限り、これは土地改

良区の３条資格者として賦課金を納める権利がありますので、義務がありますので、

義務がある代わりに権利もあるわけです。だから、これを水を使うことは可能なわけ

です。でも、水田というのは畦畔があります。畦畔がついているということは、即そ

こに水をかければ、水田にすることは可能なわけだ。 

 そういうことをするのはもうごめんだと。できれば、そのまま作らないでいたいと

いう方については、登記簿の地目を水田、田から畑なり、雑種地なり、ほかの地目に

変えていただけばいいわけです。これは当然登記書を経ていかなければなりませんが、
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それを行うことによって地目の変更ができますので、今度は賦課徴収の対象外になり

ます。 

 対象外になった土地は、先ほど議員言ったように、その土地をどうするかという、

有効活用の話はまた別の話です。これはまた行政も含め、地域の人たちも含め、本人

も含めていろいろ考えないといけない問題ではありますが、まずこの土地改良事業、

ここに参加する賦課金の問題については、誤解のないようにしていただきたいし、そ

の土地を有効に使うんであれば、その所有者、所有者も含めてどうするかという経過

になってくるかというふうに思います。 

議長（今井 清君）  宮坂幸夫君。 

２番（宮坂幸夫君）  それでは、時間の関係もあり、10番は９月のほうに回します。大変申し

訳ありませんけど、９月のほうに回します。 

 11番の関係で、教育委員会のチーム制ということで話させていただきます。 

 現在、教育委員会におきまして、課ごとにあるんで、時間がありません。簡単に言

います。テーブルを一つにして、例えば立科町のエリアの大きな形のテーブルを、課

が３つあったら３等分した大きなテーブルをつくって、一堂に会して仕事をするとい

う、私は考え方なんです。今はこちらは何課、こちらは何課、こちらはあれ。お願い

していた担当者、今日お休みでいませんではなくて、一つにするということは、共有

できるんです。 

 何を言いたいかというと、例えば私が教育課にお願いしたけれど、担当は休みだっ

たと。でもテーブルを大きく、もちろん大きなのは入りませんから、３つに割っても

いいんです。一つの（  ）だけですから。それで、そういった保留、もう出来上が

っているんだけれど、町民はまだ持ちに来ないと。それは一つの箱に入れとくことに

よって、担当者がいなくても渡すことができるじゃないですか。 

 ぜひこの辺、いい意味で環境、もう両角町長、テーブルを新しくしましょう。机と

椅子、今は時代が変わりました。確かに高くはなるんだけど、ぜひ職員の皆さんに、

そういった環境、整えてほしいな、変えてほしいなと思います。いかがでしょうか。

環境を変える。テーブルも椅子も最近、お金はかかるんですよ。職員に投資です。い

かがですか。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。塩澤教育長、登壇の上、願い

ます。 

 

〈教育長 塩澤 勝巳君 登壇〉 

教育長（塩澤勝巳君）  それでは、私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

 今議員さんがおっしゃいましたように、教育委員会の所管する業務につきましては、

私どもその執行に当たりましては、平素から職員ができるだけ情報を共有をしながら、

また連携を取りながら業務に当たっておりますので、ある程度のことは１個の課とか
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係というような単位でなくても、執行はできているというふうに思っておりますが、

ただ一人一人が教育委員会所管の業務を100％熟知して執行できるかというのは、こ

れは正直なところ無理があります。これはご承知と思われますので、そこまでは行き

届きませんが、大方のところはカバーをできているというふうに思っています。 

 今のテーブルを１個にというようなご提案でございますが、これにつきましては参

考としてお伺いをしておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  宮坂幸夫君。 

２番（宮坂幸夫君）  山口園長に一つだけお聞きしたいことがあるんです。先日、老人福祉セ

ンターで勉強会しましたよね。そのときに園長の言葉で、これなあにという園児の言

葉を大切にしたいという、新聞で読みました。ちょっとお話しいただければ、具体的

に教えてくれませんか。通告してありませんけど、駄目ですか。通告なけりゃ駄目で

す。いいです。駄目なら駄目でいいですよ。新聞紙上に載っていまして、山口園長さ

んが子どもさんのこれなあにということを大切にするという、紙面に載っておりまし

た。これについてもうちょっと具体的に教えていただければうれしいかなと思って。

駄目ならいいです。通告してありませんから。 

 じゃあ次に行きます。職員の意識改革とか質の向上と言いましょうか。よく私も使

うんですけど、前例がないとか、新しいことにはなかなか手をかけないと。私は前例

がないという言葉でなくて、新しいことに挑戦してほしいんです。失敗したっていい

じゃないですか。失敗はつきものです。 

 ぜひ前例ということは、あまり使わないでしてほしいなというのは、一つ例を挙げ

ます。私の自宅前、ここに幅があるんですけど、ちょうどなぜか道路幅拡張して、18

年前、拡張して壁をやった。その中50センチぐらいは公用地なんです。ずっと13メー

トルぐらい公用地になって、壁してあるんです。私はマットを敷いたらどうかという

提案をしました。50センチほど。それで、当時聞きましたら、いや、いろいろ雪かき

とかいろいろ補助金出してるから、それで草刈ったりしてくれと、こう言うんです。 

 私は、今こういう時代の中でマット、活用はこれからというのは、宇山バイパスで

松本組さんが、私、最初知ったんです。ずっとマットを敷いてあるんです。路肩を、

路肩。これいいなと思ったんです。 

 ぜひこの辺で、たてしな保育園のあの斜めな土手、あれは羽場次長、一つのアイデ

アとしてマットを敷くような感じを考えていただければと思う。今こんなに伸びてる

んです。あれは危険ですよ。斜めで草刈りすると危険です。それよりも例えばマット

を敷いて…… 

議長（今井 清君）  宮坂君、質問内容を確認してください。 

２番（宮坂幸夫君）  職員の意識改革です。意識改革、これを羽場次長にお話ししているんで

すから、駄目でしょうか。分かりました。駄目なら駄目で結構です。 
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議長（今井 清君）  通告に従って質問してください。 

２番（宮坂幸夫君）  分かりました。じゃあもう１分ですから、読み上げるだけにします。も

っと女性力を出してほしいなと。女性は家事、育児、看護、すごいエネルギー使って

いる。男性はなかなかしてないという中で、ぜひ女性がもっと外に出れる環境ですか、

出れる環境、旦那が留守番して子供を守り、女性ができるような環境、ぜひつくって

ほしいなというふうに思います。 

 それと官庁の、そこの庭の東側ですが、今自家用車の駐車場になっています。そこ

をぜひ、通常町民がイベントとして使えるような環境をつくってほしいなという思い

であります。 

 最後の生成ＡＩについては、私自身全く環境がなくて素人なんですが、テレビから

来るいろいろ国際情報を見たときに、非常に危険性があるということで、町に対して、

今回の環境、タブレットを使っても結構なんですけど、その安全性とか注意喚起をア

ナウンスしてほしいなと思います。 

 以上です。終わります。 

議長（今井 清君）  これで、２番、宮坂幸夫君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とします。再開は２時40分とします。休憩に入ります。 

（午後２時31分 休憩） 

 

（午後２時40分 再開） 

 

議長（今井 清君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告順９番、４番、今井健児君の発言を許します。 

 携帯電話はマナーモードでお願いします。 

 件名は １．魅力ある観光の振興について 

     ２．広がる太陽光発電についてです。 

 質問席から願います。 

 

〈４番 今井 健児君 登壇〉 

４番（今井健児君）  ４番、今井健児です。通告に従い質問いたします。 

 １、魅力ある観光の振興について、質問したいと思います。 

 第６次立科町振興計画を前に「白樺高原地域整備計画」の見直しと「観光ビジョ

ン」の策定は行われるのか。また、その考えを伺いたいと思います。 

 前段として、前期ですけれども、私、白樺高原地域整備計画の見直しというのを町

長に一般質問でお話をしてきました。そして前回の３月議会においても、同僚であり

ます今井英昭議員からも、この整備計画の見直し、そして観光ビジョンについてのお

話をしてきたかと思います。 
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 さらに、町長が立ち上げました、まちづくり創生会議の観光振興部会のこちらの提

言書ですけれども、継続案件としてですが、読み上げます。 

 まず、３つある中の２つなんですけれども、１、魅力ある観光地づくりを進めるた

めには、観光地の目指すべき姿を関係者が共有して観光振興を進めることが必要であ

ることから、町と観光事業者、農業関係者が一体となって取り組む指針、観光ビジョ

ンを定められたい。指針には、価値観やライフスタイルが多様化し、旅行スタイルが

変化する中にあり、女性の視点も取り入れることを要望する。これが１つ、提言書の

内容になります。 

 ２番もありますけれども、２番を省きまして３番、土地利用に関して、町が抱える

課題が山積していることも承知しているところではあるが、白樺高原地域整備計画の

見直しを図ること。３つのうちの２つ、こちらが継続案件ではあるかなというふうに

思います。 

 以上、申しました今までの経過を踏まえて、町長に答弁をいただきたいと思います。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願いま

す。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  白樺高原地域整備計画の見直しと観光ビジョンの策定につきましては、

自然公園法のほか関係法令とのすり合わせや地域の合意形成など様々な条件が複雑に

絡み合っており、大変難しい課題ではございます。しかしながら、白樺高原の再構築

に向けた取組の重要性は認識しておりますので、（仮称）立科町観光振興推進会議を

立ち上げ、その中で白樺高原地域整備計画の見直しと観光ビジョンの策定についても

議論を深めてまいりたいというふうに考えております。 

議長（今井 清君）  今井健児君。 

４番（今井健児君）  今期、私、総務経済委員長になりまして、先月、町長、ほかの用事があ

りまして行かれなかったわけでありますけれども、白樺湖の活性化協議会の総会に参

加させていただきました。昨年の７月だと思うんですが、レイクリゾート構想という

ことで、茅野市と立科町ということで、新しい観光地に向けて、再生に向けてかじを

切ったというところであります。 

 私、そのきっかけをいただいたおかげで、茅野市の動きを同時に知ることができた

わけです。茅野市も白樺湖の白樺湖観光センター周辺の整備を今年度末に計画を策定

するという方針を示しました。それに当たって、立科町もやはり同じ観光地を持つも

のとして、しっかり前に着実に進めていかなければならないなというふうに思った次

第であります。町長の今の答弁で、ようやくスタートを切っていただけるということ

で期待したいと思います。 

 関連になりますので、次の質問に移りたいと思うんですけれども、（仮称）立科町
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観光振興推進会議について、お伺いしたいと思います。 

 町長、これは進め方なんですけれども、観光と農業の町ということでうたっていま

す立科町の一つ、その農業においては、立科町農業振興ビジョンというものがありま

す。この策定に当たったときに、ちょうど名称が同じく、農業を観光に変えた形で、

農業振興ビジョンであれば、立科町農業振興推進会議というものがまず立ち上がって、

そこから進んでいった経緯がありますけれども、実際そういった形で進めていく、そ

の辺の詳細をここでお伺いしたいんですけれども、よろしくお願いします。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  それでは、今、詳細ということでありますけれども、まず、まだ仮称と

いう段階であります。名前もどういう会議の名前になるのか、そのところもまだ決ま

っているわけではありませんが、私が公約の中で掲げたものであります。なぜ、これ

を掲げたかと申しますと、先ほど来、議員からもご指摘、また今までの一般質問の中

でもご拝聴されてご意見もいただいておりますけれども、やはり何といっても、これ

からの観光地づくり、今、もちろん農業の里ももちろんそうなんですけども、そうい

った観光地づくりをしていくためには、その底辺には何があるかということを考えま

すと、やはり私はその地域の人たちが今まで培ってきた歴史があります。確かにいろ

んな地域からお見えになって白樺高原の地帯に住まわれて、事業を営まれてきた過程

もございますが、この過程も長い年月を経ますと、今まで右肩上がりでいたものが右

肩下がりになり、そしてそれは、今、観光地はどうなっていくのかと、後継者もどう

なんだという状況にもなってきております。そうしたようなことを含めて考えますと、

やはり一番大事なのは、行政はもちろんです。それから地域の人たち、それから事業

者、この三者が一体となって観光地の再生、そしてこれからの活性化、これに向かっ

ての議論をすることによって、その中から、当然のことながら、観光ビジョン、観光

ビジョンがどういうものになるかということと併せて、それから先ほど来申し上げて

いる地域整備計画。この地域整備計画も一つの網がかかっています。これらをどのよ

うにしていくかということは、その根底にあるものをしっかりとつくり上げていかな

ければ、議論していかなければ、そこに行き着かないというふうに私は思っておりま

す。 

 そこで、私の主要政策と上げております、地域資源を生かした産業振興の施策の一

つとして、白樺高原の再生と活性化、これの観点から、早期にこの推進会議を立ち上

げたいということであります。 

 今後、この取組を進めるためには、地域の皆さんが知恵を出し合うこと、これは大

変重要であるというふうに思っております。この組織を今年度中に立ち上げて、先ほ

ど来申し上げますように、行政、地元、事業者、住民が参画していただいて議論を深

めていただく。まずここがしっかりとしたスタートラインに立って議論がされなけれ

ば、その先には進まないというふうに思っておりますので、ご理解を賜りたいと思い
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ます。 

議長（今井 清君）  今井健児君。 

４番（今井健児君）  では、町長にお伺いしたいんですけれども、スタートはいつ頃をめどに

されていますか。また、いつ頃までに策定をすると、そういった予定はあるでしょう

か。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  これはもう議論の過程の問題もありますので、その時期をいつというこ

とは、今は言えませんけれども、少なくとも私はこの立ち上げを１日も早く立ち上げ

たいと思っています。もう既に山の関係の皆さんの一部にはお話を申し上げて、これ

からどこの時点でスタートするかというのは、時期的には本当に１日も早くとしか言

えませんけれども、できるだけ早くの時期に立ち上げていきたいと思っております。

その議論の結果というよりは経過の中で、どのような方向を持っていくかというとこ

ろで、また議会の皆様にもお話をさせていただきたいというふうに思っております。 

議長（今井 清君）  今井健児君。 

４番（今井健児君）  町長、ここで、この農業振興ビジョンをベースにちょっとお話しますけ

れども、これで令和７年度から第６次振興計画もスタートするということになります。

振興ビジョン、ようやくこれで立科町の観光を目指すゴールが見えるということであ

るんですけれども、そうは言っても、この振興ビジョンも、農業振興ビジョンもそう

なんですが、これが６か年計画であると、まず。そしておおむね１年ごとに推進会議

において、見直しや改善を行うと、そういった柔軟に変えていくという方向も踏まえ

て、とにかく策定はまずスピード感を持ってやっていただけたらと。途中時代の情勢

も流れもあると思いますので、見直しは当然図っていくという中なので、とにかくス

ピード感を持ってやっていってもらいたいと思います。質問しませんけれども、次の

質問に移りたいと思います。 

 続きまして、里とつなぐ施策について、移りたいと思います。 

 少し角度が変わった形から切り込むんですけれども、２点あります。 

 １点目なんですが、蓼科区の子育てをされている方々から意見をいただく機会があ

ったんですが、園地の一画に遊具が欲しいと、遊具を設置してもらえないだろうかと

いう声を聞いております。 

 昨年なんですけれども、観光協会の事業で行われたリアル宝探しが私の娘も楽しく

参加させてもらったんですけれども、実際、子供たちが山の観光エリアに足を運ぶき

っかけとなりまして、反響も大きく、今後もこういった取組に期待したいところです。

観光協会のほうでも、今年度は計画してないですが、来年度のほうは独自で動いてい

きたいというようなお話も聞いております。そして以前から立科っ子が普段から気軽

に山に足を運べるような動きというのを私なりに模索していたわけなんですけれども、

どうしても大人の観点ですと、すぐ何かの企画のことを考えたりとか、町民割引など
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のお金が絡んだりと、それが悪いわけではないんですけれども、規模は別として、遊

具を置くということで普段使う場所として、里の皆様で言えば、選択肢の一つとして

という部分が一つです。 

 あと、もともと、どうしても山の高原エリアは観光地だというイメージが強いわけ

ですけれども、観光地であると同時に蓼科区民の皆様の生活の場でもあります。ちょ

っとした皆さん事業されている方とかが多いと思いますんで、なかなか里に下りて、

例えば風の子公園を使ってゆっくりやりたいとか、そういった時間の確保もなかなか

現実は難しいんじゃないかなと思います。そうした、ちょっとした空き時間の中でも、

子供と時間をゆっくり育める環境、そしてさらに、これが２つ目で、３つ目で考える

と、観光地としても子連れのお客様もいるかと思います。観光地というとやっぱり何

かのコンテンツがあって、それに対してお金を払って楽しむ。そう行きがちなんです

けれども、前言った女神湖エリアなんかは景色を見て楽しむ。それもちろんなんです

けど、子供の視点に考えるとちょっと大人と時間の使い方だったりとか、楽しいもの

というのは変わってきたときに、ちょっと息抜きできる場所、こういったものも観光

客の目線で考えたときも必要なんじゃないかなと。 

 そして４つ目が、今ですね、観光庁の補助事業を進めておりますレイクリゾート構

想もそうなんですが、ワーケーションのターゲットを絞って観光協会のほうがやって

いるかと思います。それが子育て世代、いわゆる30代、40代の方を引き込みたいとい

う一つの狙いから見ても、やっぱりあの場所にちょっとした、そういった遊具がある

ということは、今言った全てにおいても有効であるんじゃないかなというふうに思う

んですけれども、町長いかがでしょうか。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  今、蓼科園地に遊具というご提案があって、それに対する私のいわゆる

考え方ということかと思います。 

 まず、蓼科園地へ遊具を設置することについては、自然公園法の関連法令等により、

自然公園利用の拠点となる重要な施設としての整備、素材、デザインにおいても、園

地の整備における基本方針に沿った対応が必要になってくるんだろうというふうにま

ず思います。 

 それから、今、議員おっしゃいましたけれども、山の側だけじゃなくて、里の側を

見ても、権現の森公園、風の子広場、これも町の人気のスポットでありますし、町内

外から多くの親子連れが来てにぎわっております。これは交流人口の創出にも一役買

っているものというふうに思っておりますし、また、山のエリア、女神湖のエリア側

で見ましても、女神湖センターには、もちろんボート、カヌーなどのアクティビティ、

また、御泉水自然園などの子供と触れ合う施設もございます。これらの施設をご利用

いただいて今までもおりますし、これからもこういった施設は十分に活用していただ

きたいと思っております。 
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 この園地の問題につきましては、園地の問題というよりは、私もいわゆる観光協会

側の発想といいますか、いわゆる方針的なものも聞いてはおりますけれども、しかし、

これが正式に行政とのすり合わせがまだ済んでいるわけではございませんので、全て

をそれをうのみにされても困りますが、いずれにしても、ただいまおっしゃっていた

だいたことについては、議員の提案として承っておきます。 

議長（今井 清君）  今井健児君。 

４番（今井健児君）  町長、今、答弁あった中で確認なんですけれども、今回あえて里とつな

ぐという中で質問させてもらっています。山の方が里に下りてくるパターンじゃなく、

里の方が山に行ってもらうような、仕掛けと言ったら失礼なんですけれども、そうい

ったものを政策に入れていくべきなんじゃないかなという視点なんです。というのも、

スキー場のことももちろんですけれども、いろんな意見ありますが、観光と農業の町

とうたっている以上、当然力を入れていくわけなんですけれども、里の皆さんからす

ると、一定の皆さんは、そんな観光のほうにばっかりお金を持っていってと、そうい

う視点もやっぱりあります。ただ、全体的に考えたときということもありますんで、

今この話は置いておきますけれども、では、その整合性をより意義のあるものにして

いく必要もあるんじゃないかなと、なぜ、立科町という、この特色のある立地を生か

すというところですよね。資源を生かすという意味では、町長、この里と山の違いは、

気温、自然環境、まだまだたくさんあります。水、水だって違います。私たち飲んで

いる水とは違います。この前も山開きで空気がおいしいと町長おっしゃっていたよう

に、空気も違います。あらゆる環境が違うことは、子供たちにとってすごく大きな、

教育の意味でも、大きな意味をすごく持っていると思います。せっかく立科町にそう

いった自然と学べる環境があるのであれば、ぜひ子供たちには足を運んでもらいたい

と。でも、でもですよ、そこに足を運ぶ理由がなければやっぱり足を運ばないわけで

す。そうなったときに、これは一つです。声もあったからお伝えしますが、私も娘と

一緒にわざわざですよ、上田市、青木村、佐久市と東御市、公園にわざわざ行くんで

す。遊びに。そのぐらい、今、公園というウエートはすごく大きな存在です。その30

分かけて行くのであれば、山に行ったっていいんですよ。蓼科山に行ったっていいと

思っています、本当に。その環境があるかないかなんです。そのときにうちの娘がリ

アル宝探しで、立科町の山のことをたくさん知って帰ってきたんですよね。これがす

ごく大きなことであって、これが最終的にＵターンにもつながる、郷土愛にもつなが

っていく、いろんな要素があるんだと思います。そういった意味では、今観光はまさ

にインバウンドにもターゲットを置いて、これから販路を拡大していくかと思うんで

すけれども、まず町民の皆さん、足元です。この人たちと里。こんなにいいところな

んだから、それは静かに行政が下支えの政策として、こういったことをやっていく中

で、自然と、イベントを組んで来いじゃなく、自然と整備をした結果、足を運ぶきっ

かけが生まれていくと、こういう角度もあるということをお伝えしておきます。 
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 そして、もう１点なんですけれども、旧つつじヶ丘荘の跡地について、町長に質問

させていただきたいと思います。 

 今もお話してきましたけれども、里の観光と山の観光ということで、立科町の地域

資源の活用を線でつないでいくという課題はこれまでも取り組んできた経緯があるか

と思います。今年度、観光協会では、期間限定で賃貸借契約を行い、夏季の繁忙期の

野菜販売や軽トラック市などのイベントを旧つつじヶ丘の跡地でできたらというふう

に考えているということです。実際、総会でも承認されて、今年度事業として動いて

いくわけですけれども、町長も当然山開きにも行かれましたし、あそこは通っていら

っしゃると思うので、今の現状をしっかり確認されているかと思います。 

 まず、私は結論として、成長すべきではないかなと思っています。町長、この成長

すべきなんじゃないかというところとあのままになってしまうことが本来あそこを撤

去するというところのゴールだったのか、この２つをお伺いします。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  それでは、このつつじ荘の跡地関係について、私のほうから申し上げさ

せていただきます。 

 議員おっしゃるように、昨年度、宿舎、店舗部分を町が観光庁の補助金を採択を受

けて撤去をさせていただきました。それに至る経過、これを詳しく申し上げませんけ

ど、この関係については申し上げませんが、当該地の建物は観光地の景観を損ねてい

るというご指摘もありまして、他の観光事業者の営業活動や誘客に影響を与えかねな

い建物であった。にもかかわらず、貸付地としての制約や権利関係等を町が主体的に

行うことが困難であったことは、長年ご説明をしてまいりました。しかしながら、地

域の皆様や議会の皆様からも町で何とかできないものなのか、強いご意見やご要望を

いただく中で、数年かけて専門家へ相談をするなどによりまして、その方策を検討し

ておりましたところ、一昨年度の末に通常では考えられない解体に対する補助金の情

報をつかみまして、何とか、このタイミングで活用できないか。解体するにはどのよ

うな準備が必要なのかなど、短期間ではありましたけれども、まずは解体を目的にこ

の補助金の活用を進めてきたことは議員もご承知のとおりだというふうに思います。 

 当該地は貸付地でありますので、更地にした後は貸付地または町有施設を設置する

など、観光地の活性化につなぐ計画で補助事業において交付決定を得ております。た

だし、一部建物が残存していることから、２期の計画として、今年度の事業計画での

採択を目指しているものであります。 

 議員ご質問の跡地の整備につきましては、今年度の事業を進める中で可能な範囲で

景観に配慮してまいりたいというふうに考えております。しかしながら、町では長年

の懸案事項であった当該地の整備に着手できたことは、魅力ある観光地づくりを進め

る上で大変な前進であり、当該地も含め今後の観光地の活性化について計画的に推進

していくため、冒頭申し上げましたように、（仮称）立科町観光振興推進会議での議
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論によって、総合的に白樺高原の再構築を図ってまいりたいというふうに考えており

ますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

議長（今井 清君）  今井健児君。 

４番（今井健児君）  すごく前進だということはもちろんなんですけれども、町長、現状をご

覧になったかと思うんですが、ちょっと端的に、８月までには間に合いますか。独自

で、例えば、整地をするとか、それは難しい。難しいわけですね。 

 では、次なんですが、ゴール、建物を撤去する。それはもちろんいいんですが、な

ぜ、あのような形になってしまったのか。本来であれば、あそこは見てのとおり交通

量も多い県道のメインの道でもありますし、また信号機がありますから、信号で止ま

れば、とても目につく場所です。そういったところがああいった形でそのままになっ

ているという状態は、やっぱり景観上、観光地としてはイメージを損ねているんじゃ

ないかなというふうに思うわけですが、これ、今後もああいった町が撤去を何かする

場合には、ああいうような形になってしまいますか。私が考える撤去、撤去、ほかに

も、その後ありますけれども、何かに今後活用、その道筋がないとしても、まずはき

れいに整地まではすべきと。 

 旧つつじヶ丘荘も残っているのは分かっています。分かっています。分かっていま

す。残り１割ぐらいですか、全体の１割ぐらいですけれども、残っています。残って

はいるけれども、あそこはただの居住区域だったりとかするわけじゃないわけです。

観光地だという、ここがすごく大きなところだと思うんです。その辺、町側は、どこ

までをゴールとして考えていたのかと、ここが非常にちょっと疑問に思っているとこ

ろなんですが、町長、まず、今のままでいいわけがないわけですが、あれがゴールだ

ったわけですか。今の状態で発注してお願いしたということでよろしいですか。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  細かい細部にわたっては担当の課長のほうから申し上げますが、私があ

そこのところを、先ほど申し上げたように、一番の中心拠点かもしれません。ですが、

いろんな制約、当時の建物を建てたときの制約のないときに建てていたその建物を撤

去した後の土地利用というものが制約を受けているということになりますけれども、

いずれにしても、まだ本年残りのところも撤去もします。ですが、旧つつじヶ丘、つ

つじ荘のところのみならず、やはり私はあの女神湖エリア全体のところをどのような

コンセプトで、これからの公園エリアを造っていくのか。この一つの青写真が、一つ

のところだけ捉えて物事を言うんではなくて、その全体を見た中で、じゃあ、そこの

ところをどうするかと、こういう議論になってくると思うんです。今、議員のほうで

は、あそこのところは、ちょっと、こうだああだというお話はありますけれども、私

は、それも、そうかもしれませんが、そうではなくて、やはりそこだけではないです

よね。女神湖エリアの一つの魅力、それから景観、こういったものは全体の景観をし

っかりと損ねないように、その中に新たな女神湖のエリアの再構築、これを図ってい
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く中の一つとして、旧つつじ荘がございますので、これについては、それを全くよし

として、今のままでいくというふうに考えているわけじゃありませんが、少なくとも、

これから他の場所での活用もまた違った方法もあるかもわかりません。いろんなこと

を加味しながら、そのためには、先ほど申し上げたように三者がしっかりと議論をし

て、これからの白樺高原の女神湖エリアを中心とした活性化を図っていく土台づくり

をしっかりしていかなきゃいけないと思っております。 

 詳細については、課長から申し上げます。 

議長（今井 清君）  齊藤総務課長。 

総務課長（齊藤明美君）  お答えになるか分かりませんけれども、先ほど来、町長が答弁をさ

せていただいておりますように、昨年度、観光庁の補助金を活用して解体を行ってき

ました。補助金の性格上、２月の末までに全て解体を行わなければいけないという制

限の中で、ご承知のように、蓼科地区、大変雪が降りますので、冬期間につきまして

は大変な工事は進められないと。その中で計画を練ってまいりまして、何とか解体だ

け行われたという状況でございます。しかしながら、残存する建物がまだ一部ござい

ますので、それは２期群として今年度進める予定でございますので、あそこの地区に

つきましては、あそこの場所につきましては、まだ工事が完了してないという状況で、

あのような状況になっております。まして、解体をした後の整地につきましては、や

はり冬期間ということもございまして、その時期にやはり整地まで行うということは、

可能性としては低かったということで、そこの部分についてはそのままになっている

と。形状といたしましては、かなり段差がございます。あれは建物の形状がそのよう

に建てられていたということでご理解いただければと思います。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  今井健児君。 

４番（今井健児君）  いただきたい言葉が課長からいただけたわけですけれども、そうはいっ

ても、町長、春になれば、じゃあ手をつけられるわけですから、そこの部分というと

ころを私は伝えたいところはあります。分かります。冬期まで、決まられた２月まで

という縛りのある中、急いでやったのも、もちろん分かっています。分かってはいる

けれども、じゃあ、その後のどうしていくんだという、その先もしっかり想定しなが

ら、更地にしとくという、そこが何でできなかったのかなと。逆に補正で、町の支出

にはなりますけれども、そういった選択肢があって、いやいやそれはしっかり議論し

た上での今なのか。とにかく景観が悪くなっている。せっかくの一等地を使いたいけ

れども、あれじゃあ使えないとか。結局いいことが一つもないんです。いいこと一つ

でも取れる方向というのを常に選択肢を設けて、選択した中でのそのチョイスであれ

ばいいんですけれども、ただ、こうだからこうなっちゃいましたということであれば、

今後も、また、そういう心配がいろいろあるのかなと。それは今後注視していきたい

わけですけれども、時間も進んでいますので、次に行きます。 
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 町長、最近、女神湖エリアを少し歩いて回ったりとかされましたか。私、これ、里

とつなぐ施策というところで今質問させている中で、あの観光エリアが少しでも里の

町民の皆さんが足を運べるような形に今後なっていけばいいなと思っている中なんで

すが、そうした中で、今、園地の話もあったわけです。 

 そこで、ちょっと関連で、私もちょっとぐるっと歩いている中で、非常に目につく

ものがたくさんありました。女神湖ではぐるっと真奥のほうに行くと、ベンチなのか

ベンチじゃないのか分からないような物が埋まっているような状態になっていました。

まあ、それもね、そこに当然椅子があれば、ゆっくり景色を見て楽しめるものではあ

るかもわかんないですけど、それがベンチなのかどうなのかも分からないような状況

な物があったり、また看板類なんですけれども、先日も森澤議員のほうから、卵が先

か鶏が先かというような話のもう本当そのとおりだと、今あるそのものを改めてしっ

かり巡回して、きれいに整備するということもやっぱり必要なんじゃないかなという

ふうに思います。これまた観光課のほうで確認していただいて、とにかく一つ一つが

曲がっているんです。あれを真っすぐにするだけでも見た目すごくきれいなんですが、

とにかくいろんなものが曲がっていて曲がりっ放しになっていると、これは、ぜひ、

確認していただきたいというふうに思います。 

 それに関連しまして、景観整備についての質問に移りたいんですけれども、前期、

町長とお話をしてきた、これも追跡質問になります。２点あります。１点です。植樹

のことです。２点目が道のことなんです。 

 まず、この植樹なんですけれども、観光庁に今申請しています、地域一体となった

観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業の中身を見ていて、昨年から気になって

いたんですけれども、景観というものは目に入ってくる全てだと思っています。観光

地の完成度として目に入ってくるもの全てと。どういうことかといいますと、目にあ

るもの全てが観光地のクオリティという評価で考えたときに、確かに建物を建てたり

とか、そういった廃屋を撤去したりとか、そういったものはあるんですけれども、も

っとベースになる下支えの部分として、やはり木々の美しさだったり、舗装された道

の美しさだったりというところが関わってくるかと思います。イメージでいうとリ

ゾートというイメージですよね。 

 そういった観点で、まず植樹なんですが、町長と前回、私もこういうふうに植樹を

したらいいんじゃないかということで、女神湖エリアのデザインを渡した経緯があり

ます。ただ、今回は白樺に限らせていただくんですが、まず魅力ある観光地にすると

きにどのようなデザインで、あの美しい景観を造っていくかと。あれ見渡せば、ほぼ

人工林なんですよね。人が造った自然なんです。そういった意味では、今後も人が手

を入れて造っていく必要があると。その造っていくのをただ造るのではなく、ある種

狙いを人為的に作為的に造っていくことで、より観光地のポテンシャル、評価が上が

るんじゃないかなというふうに思っています。 
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 何を植えればいいのかなと思ったときには、あそこは白樺高原なんです。白樺高原

の意味を調べたんですが、町史では昭和39年に観光課が新設されたという歴史があり

ます。その観光課が新設されたその年に、あそこ一帯の観光地の発展が進んでいたと

いう中で、女神湖エリアと蓼科牧場周辺をそのときに白樺高原と称するようになった

というふうに町史は言っているんです。もうこれ答えになっていて、単純に何を植え

ればいいかといったら、白樺をとにかく植えるということは、これはもうあそこの観

光地をブランド化していくと、価値を高めていく上では、必ずもうやっていくべきこ

とだと、町長、思いますけれども、その辺は計画的にやっていくべきではないかと思

いますが、いかがですか。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  樹木による四季を生かして見せる景観の形成、これは大変重要なことで

あると私、認識しております。町は、これまで先人が大切に残してきてくれた、今、

議員おっしゃいましたけれども、自然環境、人工林だけではないと思いますけども、

こうした自然環境の美しい景観というのは、はっきり申し上げて、今いる人たちがや

ろうとしてもあそこまでできない。それだけの景観を保持しているわけです。その中

で、私は観光資源として生かしてきた。これも事実です。しかし、その中に、今ある

樹木が、今逆に言えば、議員は木を植えていくということかもしれませんが、私は逆

にですね、あの40号沿いからずっと女神湖沿に向かっていく、あの過程の中で、やは

り景観という観点は、ただ単に見せるということよりも、見えるということも大事か

と思うんですね。それはもう本当にもうぼうぼうとして、一草も刈ってない、あるい

は樹木の枝払いもしてない、これをしたり、あるいは間伐をしたりしていくことによ

って、今、そのいい実例は、私は第二牧場というか、クロスカントリーの辺の付近の

ところ、あそこのところは非常にいい眺望になっていると思う。こういったようなこ

とは、大きな金をかけずも、事業化を大きくしなくても、私は計画的にできる問題だ。

加えて考えると、今議員のおっしゃった、いわゆるこれからの樹木を何にしていくか

と。このことは私自身でどうのこうのと言うことじゃなくて、みんなで知恵を出し合

ってもらう。これは白樺がいいのか、あるいは、そうではなくて、四季折々の何かが

いいのか、これは分かりません。ですが、そこのところにマッチした今までの歴史を

壊さない中で、これからのコンセプトをつくっていくということは大事だなというふ

うに思っておりますので、今、議員は白樺という話が出ましたので、これは議員から

のご意見として承っておきますが、いずれにしても、これからの景観事業に取り組ん

でいくということは間違いなく地域の皆さんの声はしっかり反映させていきたい。こ

れは一番大事だと思うんです。 

 それでちょっと話戻りますが、観光ビジョンという話が出ました。観光ビジョンと

いうものをしっかりつくらなきゃ観光地が再生できないのか。これは私はないと思う

んです。逆にそういった観光地をつくっていく。その一つの青写真がみんなでできた
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ところが私は観光ビジョンだと思っています。ですから、言葉で一つを押しつけて文

面を作るんではなくて、そういった地域をしっかりつくっていくということが大事だ

と私は思っています。そういう意味でも、この景観整備というのは大事です。確かに。

ですので、これについては、議員の話はお聞きをしておく、そういうことにしておい

てください。 

議長（今井 清君）  今井健児君。 

４番（今井健児君）  町長のおっしゃるところも、もちろんかと思います。今回の質問も、一

番最初のビジョン、整備計画やりますという中の話の未来の話を今日させていただい

ています。町長、もちろん山の方の皆さんの意見を取り入れていくというふうにおっ

しゃっています。頼もしいところなんですが、届かない声もあったりすることもある

かと思いますし、やっぱり大きく大きく捉えて、その中での判断というところをぜひ、

していただきたいという観点もあります。そして、何よりビジョンがなくても、もち

ろん観光地はできるんですけれども、限られた財源の中で何を優先的にやっていって

というふうに考えたら、どうしても計画が必要になってくると思います。その意味で

は、やっぱりビジョンは必要だと。私が申し上げている植樹も未来の話です。今なん

て全然関心ないかと思います、正直みんな。だって見えるもの、ちゃんと見えていま

すから。私が行きたいのは、未来にさらに高付加価値である観光地になるために見せ

るということは絶対ビジョンとして入れていかなきゃいけないと思いますし、未来ど

うなるのかなという心配もあります。このまま計画的に植樹を行っていかなければ、

これ前期の一般質問でも話したんですけど、あそこに例えばですよ、立派な桜を、こ

れ欲しいと言ったときに、町長買うことはできますか。買うことができないとは言い

ません。多額の費用がかかります。移植するということになれば、もしかしたら、そ

の木は死んでしまうかもしれない。実際、長和町でも移植した桜があります。それが

芽を吹かずに今いるわけですけれども、1,000万円以上かけて移植したんですよね。

そのときに木は手に入らないんです。植物は手に入らない。植物というくくりにする

と語弊がありますが、今から育てていかなければいけないと。は、ぜひ、町長にしっ

かり頭に入れておいておきたいですね。それには計画性が必要ですということであり

ます。 

 関連で道についてですけれども、これもレイクリゾート構想という中での観点で町

長に質問なんですが、目に飛び込んで見えるものを景観というふうに考えたときに、

湖は美しいです。木々は青々と、また季節によって彩りが変わって美しいです。建物

も当然きれいになりました。そうなったときに、残った景色の中に残っているものに

道があるんです。この道が、ほかが幾らきれいでも、この道がぼろぼろであると、や

っぱり観光地としての景観というところの意味では、一等落ちてしまうんではないか

なというふうに思っています。無理くり舗装をすぐきれいにやれというんではなく、

これも計画が進んでいくという未来に対して、新しく、この道というところの部分に
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もしっかり目を向けていくべきなんじゃないかなというふうに思いますけども、町長、

いかがでしょうか。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  これ一言に言ってですね、道路整備ということだけで捉えるだけでは駄

目だなというふうに思います。やはり観光地は線で結ぶんではなくて、面で考えなき

ゃいけないと思います。その面で考えたときに、その中には道路もあるでしょう。そ

れから住宅もある、住宅といいますか、ホテルもあるでしょう。そして美しい自然景

観の森林資源もあるでしょう。こういったものがうまく調和するという、このことが

やはりそこにずっといる皆さん、また、いない皆さん、それぞれの思いをしっかりと

ぶつけ合って議論することが私は大事だし、そこから生まれてくる発想というのは大

きなものであるというふうに思っていますので、この道路整備というのは、どこを捉

えて、どうだということがちょっと今議員からの言われたのではなかなかつかめませ

んが、道路をただ単に整備をするという単純な話ではないというふうに思いますので、

ご理解ください。 

議長（今井 清君）  今井健児君。 

４番（今井健児君）  どこということなくと言えば、女神湖エリアになりますんで、女神湖商

店街の道または女神湖をぐるっと回るところももちろんあるかと思います。ただ、そ

れがちょっとしたことで、例えば、アスファルトか、コンクリートなのか、石畳なの

か、ゴムチップなのか、いろんなものがありますよね。そこをデザインしていくとい

うだけでも観光地としての質が上がっていくんではないかと。そういう可能性、そう

いう振り幅を持って計画をチョイスしていくのか、全くそういうことを考えないで進

めていくのかと、そういうところをお話したかったところです。 

 次の質問なんですけれども、準高地トレーニングについて、町長、質問したいと思

います。 

 今、裾野市のほうで、静岡県の富士山の麓にありますけれども、裾野市では準高地

トレーニングができる町として研究まで行っています。その結果なんですが、準高地

のようなマイルドな低酸素環境と高強度のトレーニングを組み合わせることで、

2,000メートル以上の、要は高地ですよね、低酸素環境で見られる反応を体に引き起

こさせることができると。いわゆる準高地でも高地に行ったかのような、そういった

効果が得られますよということが、研究で、データで分かってきたということであり

ます。 

 立科町、今、クロスカントリーコースもあります。白樺湖活性化協議会含め健康増

進エリアとして、あの観光地が、先日もありましたけど、スポーツツーリズムと、そ

こまで私、話は広げませんけれども、そういった観点からも、新しい観光ということ

で、立科町の観光地は、可能性としてはさらに大きな可能性を広げていることは事実

だと思います。 
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 そんな中、クロスカントリーコースが町長ありますよね。あの整備も含めて、この

準高地トレーニングというところの部分ですよ、広くてもちろんいいんですが、しっ

かりやっていこうというお気持ちがあるのか、そこをお伺いします。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  では、蓼科クロスカントリーコースの話をする前に準高地のトレーニン

グの関係について、昨日も答弁をさせていただきましたけれども、やはりこれ観光と

切って切り離せない。いわゆる町の観光振興と交流人口の拡大における有効な成長分

野であるというふうに捉えております。この交流人口の拡大をしていくのに有効であ

りますけれども、今現在、茅野市と協力して、準高地エリア特有の自然環境や地理的

条件を最大限に生かし事業を推進してまいるつもりでおります。 

 準高地トレーニングは様々な、今議員もおっしゃいましたけど、検証がなされて、

白血球の増加による──ごめんなさい。赤血球、赤血球の増加による酸素供給能力や

持久力・回復力の向上、エネルギー代謝の改善、筋力向上、そして心肺機能を高める

効果が確認され、運動能力や体力の向上を図る方法として、既に箱根駅伝に出場して

いる多くのチームが利用をいただいております。本年度も、もう既に、６月、９月、

10月に各種大会で実績のある実業団チームをお迎えすることになっております。さら

に、全日本実業団駅伝、箱根駅伝、全日本大学駅伝に出場している駅伝チームの誘致

に向け、セールス活動を行っております。町といたしましても、白樺高原が選ばれる

観光地となるように、しっかりと蓼科クロスカントリーコースを整備して利用してい

ただくとともに、既に整備しております白樺湖ジョギングロード、女神湖多目的運動

場も活用してまいりたいというふうに考えておりますので、クロスカントリーコース

も重要なものだというふうに位置づけております。 

議長（今井 清君）  今井健児君。 

４番（今井健児君）  時間がないので、次の質問、太陽光は切らせていただきます。 

 引き続き準高地、町長とお話をしていきたいと思います。 

 町長、重要だということで、もちろんなんですけど、今の現状として、クロスカン

トリーコース、ジョギングコース、女神湖の横にありますコースがありますけれども、

実際、繁忙期はやっぱり女神湖周辺を走る皆さんがいて、歩いている皆さん邪魔にな

ったりと、まだまだですね、要はキャパオーバーになっているのか、まだ利用がしっ

かり周知されずに知らずに集中してあそこにいるのかというところは分からないんで

すけれども、いずれにしろ、人のその行動というところの部分で観点で考えると、あ

そこを走りたいんだと思うんです。女神湖を走りたいと。これは、今、無理、無理じ

ゃないとかって話じゃなく、選択肢として私は今後考えてもいいんじゃないかなとい

うふうに思うわけですけれども、ただ考えただけではなく、女神湖を例えば白樺ぐる

りんのように造ること、イメージ湧きますか。何がそのときに、実際私も行って考え

たんですけど、何がってなるとやっぱりしっかり確保できるところがあるのかどうか
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と。私、実際、女神湖のぐるっと、外周のあの道を見て思うんですけど、あれが両方

の通行である必要性があるのかなというふうに思ったわけです。逆に、大体私たちが

来る方向から行けば、女神湖センターのほうに入っていってという自然なルートにな

ります。そこの一方通行というラインで、あそこはできるんじゃないかなとかという

ふうにも考えたんです。そういうふうに、一度、一度ですよ、町が独自でできること

だったりすることは可能性としてあっていいかなと。というのも、今、町長が重要だ

と、準高地トレーニングとしてやっていきたいというふうになれば、もちろん賛成な

んですが、今の２つだけでは足りない状態になってくると思います。今、現状そうな

っているわけですから。実際、ランナーの皆さんたちの声を山の人たちから聞けば、

いろんなところで走りたいという声が多いです。だから、１つのコースが完璧であっ

ても、やっぱり幾つかのコースをその期間の中で楽しむという選択肢で考えたときは、

今のコースの数では、私は足りないというふうに考えております。 

 町長、そこで、そういった意味で、準高地トレーニングということをしっかりやっ

ていくということであれば、やっぱりこういった大規模な構想、必要なんじゃないか

なと思いますけれども、いかがでしょうか。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  立科町は確かに蓼科クロスカントリーコースがあります。これも、今、

議員の皆様方々もいろいろお話があり、なかなかそれも有効活用が完全にできてない

状況もあります。これらは今後しっかりと整備をしていかなきゃいけませんので、ま

たご相談をさせていただきますが、今おっしゃっていただいたように、女神湖の外周、

これもいわゆる駅伝ですね、女神湖マラソンの前日の段階の前夜祭には使っておりま

した。ただ、やはり山の観光地の中のいろんなお話を聞きますと、やはり観光に訪れ

る人たちが歩いているところに走ってくるというのは非常に危険だという話もあり、

こういったところで、今大分頓挫している部分もございます。これらは結局地域の人

たちとのコンセンサスがしっかり得られなきゃ駄目ですので、そういったことをしっ

かりと議論しながら、今議員がおっしゃったような、一方通行がどうかということは

別としましても、そういったことが可能であれば、時間帯の問題もあるでしょうし、

いろんなことが考えられるかもわかりませんが、いずれにしても、そういったことを

総合的に判断をしていくには、地域の人たちを交えるということが大事だというふう

に思います。 

議長（今井 清君）  今井健児君、まとめてください。 

４番（今井健児君）  町長、ぜひ、これでようやく計画進めていく中で、高原エリアの皆さん

とあらゆるお話をして、しっかりそれが反映できるような形を取っていってもらえた

らと思います。 

 まとめなんですけれども、今回は、実際山の皆さんからいただいた声を私、届けて

います。町長。実際これ多分会議になっていく中で必ず出てくる話になると思います。
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それと併せて、やはり教育長もなんですが、里の人たちが普段使いできるような観光

地という視点はできると思うんです。今回、介護予防ドクターさんが来ていただいた

おかげで、ようやく準高地トレーニングのああいった環境と里エリアというところの

健康という意味では絶対つないでいける可能性もちろんあるかと思います。そういっ

たものは実際行っていかなきゃいけないわけですけれども、普段ちょっとしたときに

山に行けるような環境というのをぜひ、町長、今後も検討していただきたいというふ

うに思います。 

 最終的にそういったことが、今回観光協会の夏に野菜を販売したいということも結

局は里とつながったわけですよね。これ販売があって収量が足りないとなれば、荒廃

地対策にもなりますし、何よりも生産者さんのモチベーションも上がっていくわけで

すよ。里が活性化していく。里が活性化していくこれからの一つの切り札としては、

やっぱり立科町が持っている高原エリアをどのように皆さんが生活の中で使っていけ

るかと思います。 

 その辺も踏まえて、ぜひ、これで白樺高原地域整備計画と観光ビジョン、いよいよ

動き出すということで期待しております。 

 以上で私の質問を終了します。 

議長（今井 清君）  これで、４番、今井健児君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とします。再開は３時50分からです。休憩に入ります。 

（午後３時41分 休憩） 

 

（午後３時50分 再開） 

 

議長（今井 清君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告順10番、７番、村松浩喜君の発言を許します。 

 件名は １．公共交通の現状と課題、今後の方針や計画は。 

     ２．遊休荒廃地を有効活用するための施策は。です。 

 質問席から願います。 

 

〈７番 村松 浩喜君 登壇〉 

７番（村松浩喜君）  7番。まず初めに、参考資料の訂正をお願いいたします。 

 議場内に配られております一般質問通告書、こちら、その５ページをご覧ください。 

 私の質問事項１番の要旨（１）の１行目に、18項目とありますが、16項目の誤りで

す。おわびして訂正いたします。申し訳ございませんでした。 

 それでは、大きな項目１番目、公共交通についてお尋ねします。 

 鉄道のない立科町では、車を運転しない高齢者や児童・生徒、観光客などの皆さん

の移動手段として、バスやタクシーなどの利便性を高めることは重要です。当町では、
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令和元年度から５年間を計画期間とする立科町地域公共交通網形成計画を策定してお

り、今年度はその最終年度にあたります。 

 そこで、まず町長にお尋ねします。令和元年度から現在までのバスやタクシーなど

による地域公共交通の状況と課題をどのように捉え、今後はどのような方針で臨みま

すか、お答えください。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願いま

す。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  それでは、議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 以前から、中山間地域、農村地域においては、自家用車の普及率が高く、人口減少

もあって公共交通の利用者増による収支改善、維持、確保は難しい状況が続いており

ます。 

 加えて、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、人との接触機会を減らす観点か

ら、外出自粛や不特定多数の方が利用する公共交通機関の利用を控える方が多くなり、

燃料価格の高騰、物価高騰も加わり、地域公共交通を取り巻く状況は一層厳しさを増

しております。 

 当町では、平成30年度に、議員もおっしゃいましたが、立科町地域公共交通網形成

計画を作成し、この計画に基づき令和２年４月よりルートやダイヤを再編した新たな

たてしなスマイル交通の運行を始めておりますが、コロナ禍の影響等で利用者が大き

く落ち込み、燃料価格の高騰等も加わり、町の負担は増加をしております。 

 また、当町から佐久市へ通じる中山道線が、コロナ禍の影響による利用者の減少等

の理由から、運行事業者であった千曲バス株式会社による自主運行が、令和３年10月

から廃止されました。佐久市との協議を経て、当町と佐久市による委託運行に移行し、

これに伴い減便となった平日の日中及び土曜・祝日の代替移動手段を確保する目的で、

たてしな定額タクシーチケットを始めた経過がございます。 

 これらにより、新しい町の負担が発生している状況もあります。しかしながら、町

民皆様の生活や観光客の移動手段確保のため、地域公共交通の維持は必要不可欠です。

特に、近年の公共交通は自ら車を運転することができない、いわゆる交通弱者の足と

なることが求められており、福祉的な観点からも時代や利用者ニーズに合った利便性

の高い公共交通の維持確保が求められています。 

 このような大きな課題のある中で、広域連携も進めながら将来にわたり持続可能な

地域公共交通を目指してまいりたいというふうに、私は考えております。 

 以上であります。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは、続いて企画課長にお尋ねしますが、今回私はこちらの立科町
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地域公共交通網形成計画に基づいて質問いたします。 

 しかも、この計画書の75ページの16項目に事業が整理されているわけですけれども、

こちらに基づいて質問をさせていただきます。この計画書は、全戸配布されておりま

せんので、町民の皆様におかれましては企画情報係で閲覧するか、町のホームページ

に掲載されておりますので、そちらのほうでご覧いただきたいと存じます。 

 立科町地域公共交通網形成計画には、たてしなスマイル交通の具体的な事業が16項

目設定されています。これらについての実施状況と計画に対する達成度を、４回に分

けてお答えください。実施できなかった事業については、その理由をお答えください。 

 それでは、まず運行系統・経路の改善・見直し、曜日運行型の導入、フリー降車型

の導入、ダイヤの改善・見直し、バス車両設備の更新・導入、これら５項目について

お願いします。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 運行系統・経路の改善・見直し、曜日運行型の導入、フリー降車型の導入、ダイヤ

の改善・見直しにつきましては、この計画に基づく新たなたてしなスマイル交通の運

行を、令和２年４月から始めており、計画のとおり実施しましたので、全て達成して

おります。 

 バス車両設備の更新導入も、令和元年度にマイクロバスやワゴン車を更新するなど、

必要に応じて更新等を行っており、おおむね実施済みで計画の達成度は高いと考えて

おります。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  ただいまお答えいただいた中で、２点、お尋ねします。 

 まず、運行系統・経路の改善・見直しについてですが、町民の皆さんからルート変

更やバス停追加などの要望はありませんか。あるとすれば、それらへどのように対応

したか、その結果をお答えください。 

 ２点目は、曜日運行型の導入についてです。スマイル交通では現在、幹線ルートは

土曜日曜が休み、西南回り線と東回り線は共に日曜日が休みで、運行するのは月水金

と火木土のそれぞれ週３日です。どうして、これらのルートは毎日運行しないのでし

ょうか、お答えください。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 運行系統・経路の改善・見直しにつきましては、町民の皆様からルート変更の要望

はございました。 

 そのご要望も含め検討し、対応したもの、できなかったものもございます。 

 バス停追加の要望もございました。人口分布や住所の住宅の所在などを確認した上
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で、町全体のバス停の見直しを行い、要望にお答えできなかったものもございますが、

バス停を４か所増設し、現在は全80か所のバス停として利便性の向上に努めておりま

す。 

 また、曜日運行については、輸送に係る利便性と効率性のバランスを考慮した結果

として導入に至っております。地域公共交通を維持していく上で、利用者の利便性の

確保は当然のことですが、同時に財政負担の無駄を省き、効率的な運行を継続するこ

とも必要です。 

 限られた財源の中で、いかに利便性を落とさず効率的に運行するかということにつ

いて、当時の利用実績や計画策定時に行った利用実態、外出頻度、町民の行動パター

ン等に関する調査結果などから検討し、利便性と効率性のバランスの取れるポイント

として曜日運行を採用しました。 

 曜日運行の形態ですが、まずこれまでの実績で平日毎日利用されているバス停を結

ぶ幹線ルートを設定し、平日毎日の運行としました。その他のバス停については、

２つの路線に分け、週３日の運行としております。運行日は減少しましたが、再編前

の２路線から再編後は３路線としたことで、１便の運行に係る主要時間が短くなり、

約１時間に１便程度の運行が可能となりました。 

 再編前に比べ１日当たり十分な運行便数を確保し、利便性を維持する狙いがござい

ました。１日当たりの運行本数を増やすことで、計画策定時の調査で把握した公共交

通を利用しない理由や、公共交通を利用する条件として挙げられた乗りたい時間にバ

スがない。乗りたいときにバスに乗れるという住民ニーズに応える運行形態を検討し

た結果であります。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは、当該計画書の75ページ、16項目の中に戻ります。 

 続いて、運行ダイヤ路線図等の作成、配布、公共交通情報の提供、案内板の設置、

駐輪場等の整備、これら４項目についてお願いします。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 まず、運行ダイヤ路線図等の作成、配布、公共交通情報の提供につきましては、令

和２年度の再編に合わせ冊子型の時刻表、立科町バス路線案内を作成し、全戸配布を

行っております。立科町バス路線案内は、時刻表のほかに各路線の路線図、運賃表、

バスの乗り方等も記載し、ホームページにも掲載しているほか、合わせて本年４月か

らは「たてしなび」のコンテンツとして配信しております。 

 加えて、令和４年度には当時、県内では２件しか実施されていなかった標準的なバ

ス情報フォーマット、通称ＧＴＦＳデータを整備し、オープンデータとして公開する

ことで、グーグルマップやバス情報の検索ツール、アプリ、ウェブサイトにダイヤや
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路線、運行状況が掲載され、分かりやすい情報提供につながっているものと考えてお

ります。 

 次に、乗り継ぎ拠点のサービス拡充を目指した案内板の設置、駐輪場の整備につき

ましては、具体的には立科町役場前バス停における事業を指しております。案内板の

設置については、看板型の案内板設置は実施しておりませんが、バス停待合の中に時

刻表や運行予定を掲示することにより、情報提供を行っています。 

 また、駐輪場等の整備については、バス停での自転車の放置などは多くはなく、役

場庁舎前の駐輪場をご利用されているようでありますので、場内での整備は行ってお

りません。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは続いて、女神湖周辺におけるシャトル便の運行、主要施設との

連携による各種サービスの導入、乗り継ぎ割引制度等の導入、バスの乗り方教室の開

催、乗って残す立科町の公共交通意識の醸成、以上の５項目についてお願いします。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 女神湖周辺におけるシャトル便の運行につきましては、計画策定時に実施した観光

協会へのヒアリング結果を基に、女神湖周辺での観光客の周遊性を向上させる目的で、

令和２年度から運行を開始しております。 

 主な観光スポットとして、蓼科第二牧場や女神湖、蓼科牧場、白樺湖など５か所の

バス停を経由し、観光客が多く訪れる７月から９月の期間で、おおむね20日ほど１日

９便運行しております。 

 次に、主要施設との連携による各種サービス導入、乗り継ぎ割引制度等の導入につ

きましては、観光施設や権現の湯等との連携や他のバス路線との乗り継ぎ連携を検討

してまいりましたが、コロナ禍もございまして調整に至らず実施できておりませんの

で、次回計画での課題となります。 

 次に、バスの乗り方教室の開催、乗って残す立科町の公共交通意識の醸成につきま

しては、バスの利用促進という項目になります。バスの乗り方教室につきましては、

計画した令和２年度からコロナ禍となり実施できてはいませんが、先ほど申し上げた

とおり立科町バス路線案内に、バスの乗り方を記載するなど代替しております。 

 また、これに加えて町民の皆さんに公共交通に関心を持っていただけるよう、不定

期ではございますが広報たてしなにバス利用を呼びかける記事を掲載しております。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  ただいまの答弁の中には、５項目めの乗って残す立科町の公共交通意識

の醸成についての説明が落ちていたかと思うのですが、いかがでしょうか。 
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議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 広報たてしなに、バスの利用を呼びかける記事の中に「乗って残す立科町の公共交

通意識の醸成」ということを入れさせていただいて、その内容も入れてございます。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  大変失礼いたしました。ありがとうございました。 

 それでは、最後に町内各地区や公益市町村連携における公共交通網の継続的検討と、

ＰＤＣＡサイクルによる継続的な評価、検証の２点についてお願いいたします。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 町内各地区や公益市町村連携における公共交通網の継続的検討については、佐久市

と当町を結ぶ中山道線の維持、長野県主体ではありますが県公共交通活性化協議会佐

久地域別部会への参加、上田地域定住自立圏での取組、上田市と共同での大屋方面へ

の中山道線、丸子線の廃止代替路線としての補助金交付による維持確保など、様々な

場面で関係市町村事業者との協議等を行っております。 

 また、ＰＤＣＡサイクルによる継続的な評価・検証については、年度ごとに毎日の

運行実績や乗務記録データ、収支の状況、バス乗り込みによる利用者へのアンケート

調査等のデータから、計画書に掲げた目標に対する達成状況を評価・検証しておりま

す。 

 最も分かりやすい例としては、令和２年度、３年度の２年間の実績から、令和４年

度にはダイヤ設定の見直しを実施し、利用者がほとんどあるいは全くない便の整理を

実施しております。 

 これは、利用実績データから不用な便を省き、収支改善につなげ、１便当たりの乗

車密度を向上させ、目標値の達成に近づくための方策であり、ＰＤＣＡサイクルによ

る評価・検証の結果と考えております。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは、続きまして令和４年４月に、本格導入した定額タクシーチケ

ットについてお尋ねします。 

 町内の中山道線バス停から、佐久平駅、浅間総合病院、佐久医療センターの間で利

用できる定額タクシーチケットが、昨年４月から導入されました。導入から１年たち

ましたが、今年３月までの利用状況について、利用回数の合計と町の負担金額の合計

を教えてください。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 
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 まず、たてしな定額タクシーチケットの販売事業に関しましては、事業主体は望月

ハイヤー有限会社であり、まちの公共交通の維持についてご協力をいただき、導入に

至った事業でございます。 

 町は、実際の運賃から利用者負担額を差し引いた金額を負担しております。この実

績につきましては、令和４年度全体で利用回数670回であり、平均して１日に２回ほ

どとなります。また、町の負担金額の合計は365万2,000円でございます。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  これまで１年間実施してみて、定額タクシーチケットについての担当課

としての感想や課題がありましたらお話しください。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 先ほど議員申し上げられたとおり、もともとこの事業は令和３年10月に、千曲バス

株式会社が自主運行を廃止し、当町と佐久市による委託運行を開始した際に、佐久平

方面への中山道において減便となった平日日中及び土日祝日の便に変わる移動手段と

して検討を始めたもので、この目的は果たせていると考えております。 

 当然、バスに比べるとタクシーの運賃は高額でありますが、北陸信越運輸局管内で

は唯一一括運賃制度を活用した事業であり、通常運賃に比べ非常に低額でタクシーを

利用できるものとして、モデルケースにもなり得るものと考えております。 

 利用者から聞こえる声としても、おおむねご満足いただいているようですが、必要

に応じて改善も検討し継続的に実施していきたいと考えております。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは、バスやタクシーによる公共交通事業全体の現状をどう捉え、

どのような課題があるとお考えでしょうか。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 地域公共交通事業の現状と課題については、冒頭で町長が申し上げたとおりですが、

利用者の増加による収支改善というものは、当町に限らず公共交通取り分けバス事業

ではかなり厳しい状況であると考えております。 

 そのため、財政面と利便性のバランスの見極めが重要と捉え、次の計画策定のポイ

ントになると考えております。また、公共交通利用者のニーズが多様化しており、特

に福祉的な面での需要は多岐にわたると考えており、一言で利便性といっても全ての

要求を満たすことができる形は難しいものがあると思いますので、その中でも多くの

方が使いやすい公共交通の形を模索していくということが、一つの目標になると捉え

ております。 



65 

 また、公共交通網は町内のみで完結するものではありませんので、近隣市町村との

広域的な連携は必要不可欠です。特に、住民の生活圏が佐久市、上田市、東御市ある

いは茅野市と、多方面に分散している当町では各地域との連携が重要ですが、それぞ

れで公共交通に対する考え方や現状がある中で、簡単に調整ができるものではないと

捉えておりますので、広域連携にも課題があると考えております。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは、次の質問項目として、来年度以降も公共交通事業に関する計

画を策定するかという質問を考えておりましたけれども、ただいまの課長の答弁から

策定することが前提ということになっておるようでございますので、この質問は省略

いたします。 

 それでは、来年度以降の計画を策定するということも念頭に置いた上での、今年度

残りの期間の事業計画についてお答えください。 

議長（今井 清君）  竹重企画課長。 

企画課長（竹重和明君）  お答えいたします。 

 今度つくる計画は、法律の改正により計画の名称が変わっております立科町地域交

通地域公共交通計画となります。 

 今年度の事業計画については、基本として網形成計画に基づき、現在の公共交通に

関係する事業を継続して実施します。新たに行う事業としては全車両にモバイル型キ

ャッシュレス端末を設置し、白樺線の車両に子ども置き去り防止用車内カメラの設置

等を考えており、公共交通においてもＤＸに関する事業を実施する予定でございます。 

 なお、立科町地域公共交通計画の策定につきましては、プロポーザル審査により計

画策定支援業務の事業者が決定し、着手はこれからとなります。 

 計画の策定においては、バス利用者アンケート調査等による利用者意識の把握や、

住民移動実態調査としての住民アンケート、関係機関へのヒアリング、住民意見交換

会、パブリックコメント等を実施し、これまでの運行実績を踏まえ、計画案を地域公

共交通活性化協議会で検討して、策定してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは引き続き利用者の皆さんの要望を聞き取り、費用対効果も考え

合わせた事業を展開してほしいと思います。 

 それでは続いて、大項目２つ目、遊休荒廃地についての質問をいたします。 

 農業収入を確保したり、農業従事者を増やしたり、美しい農村の風景を守るために

使われないで荒れている農地、いわゆる遊休荒廃地を活用することに力を注ぐ必要が

あります。 

 遊休荒廃地復旧事業は、第２期立科町農業振興ビジョンの重要施策に位置づけられ
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ています。その振興ビジョンというのは、農業振興ビジョンというのは、このような

形でまとめられているのですが、先ほどの公共交通の計画と同様、町民の皆様におか

れましては全戸配布されているものではございません。こちらのビジョンは農林係で

閲覧することができますし、また町のホームページも掲載されておりますので、ご覧

ください。 

 このビジョンの計画期間は、令和２年度から６年度までの５年間で、今年度はその

４年目にあたります。 

 そこでまず、町長にお尋ねします。このビジョンに基づいて、遊休荒廃地復旧事業

の進捗状況と課題、今後の方針をお話しください。 

議長（今井 清君）  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。両角町長、登壇の上、願いま

す。 

 

〈町長 両角 正芳君 登壇〉 

町長（両角正芳君）  それでは、お答えをさせていただきます。 

 第２期農業振興ビジョンでは、遊休荒廃地復旧事業を重要施策として掲げ、農業委

員会調査による遊休荒廃地面積を令和元年度の313ヘクタールから13ヘクタール復旧

し、令和６年度目標300ヘクタールの達成に向け事業を推進しております。 

 平成27年度に国庫補助事業の耕作放棄地再生利用緊急対策事業を活用した復旧事業

を進めたことなどにより、平成28年は平成27年と比較して36ヘクタール減少して、以

降、遊休荒廃農地の復旧活用に取り組まれる集落組織などの活動が増えたこともあり、

遊休荒廃農地は減少傾向にありました。 

 しかしながら、令和元年度の台風19号により農地が被害を受け、翌年の作付ができ

なくなったことにより、既に農地の復旧は完了しておりますが、農家の耕作意欲が減

退し、荒廃地となった農地もございまして、令和２年度は323ヘクタールに増加して

以降、令和３年度は横ばい状態が続いている状況です。 

 今後は、まず遊休荒廃農地の現状を正確に把握する必要がありますので、農業委員

会農地適正化推進委員を中心に現地調査を行い、地域ごとに現状を把握してまいりま

す。さらに、遊休荒廃地を復旧し、復旧した農地をどう活用していくかが重要である

と考えます。 

 遊休荒廃農地の再利用再活用に当たっては、最近では大豆やカボチャ、ワイン用ブ

ドウの栽培を行う耕作者が多い状況が見受けられますので、耕作者が継続して作付の

できる作物を農業農村支援センターや、佐久浅間農業共同組合と研究しながら、遊休

荒廃農地の復旧に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは、ここからは産業振興課長にお尋ねします。 
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 まず、用語の定義の確認をさせていただきたいんですね。私、こちらの農業振興ビ

ジョン、読ませていただいて、使われていない農地を表すと思われる用語が２種類あ

るということに気がつきました。この違いがよく分からなかったので、ちょっと改め

て確認をさせていただきたいと思います。遊休荒廃地、それと耕作放棄地という用語

が２種類使われております。これらの用語の意味を説明してください。 

議長（今井 清君）  市川産業振興課長。 

産業振興課長（市川 偉君）  遊休荒廃地と耕作放棄地の用語の違いについて、お答えさせて

いただきます。 

 まず、遊休荒廃地とは農地法で規定されている用語で、将来にわたり耕作の見込み

がない農地が耕作放棄により荒廃し、農業機械による作業では耕作ができない状態の

農地を農業員の皆様の現地調査により認定をするものでございます。 

 次に、耕作放棄地については５年ごとに調査されます。農林業センサス調査におい

て、定義されている統計用語で土地の所有者が１年以上作付をしておらず、今後も耕

作をする意思のない土地を所有者の申告により把握をしているものでございます。 

 遊休荒廃地が農業委員会の調査によるものに対し、耕作放棄地は所有者の申告によ

る調査となりますので、調査方法に大きな違いがございます。 

 以上になります。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは、ただいま用語の違いを説明していただきましたけれども、私

がここから先で使わせていただく用語につきましては、先ほど農業振興ビジョンに使

われているものに基づいて質問させていただきたいと思いますので、ご了承いただき

たいと思います。 

 それではまず、耕作放棄地の面積及び耕作放棄地の面積割合について、10年前と現

在を比べたいと思います。それぞれ立科町、佐久地域、長野県の数値はどのようにな

っていますか。 

議長（今井 清君）  市川産業振興課長。 

産業振興課長（市川 偉君）  先ほどお答えさせていただきましたとおり、第２期立科町農業

振興ビジョンの耕作放棄地面積割合のグラフの数値は、2015年の農林業専策調査の統

計数値になります。 

 2020年の農林業専策調査から耕作放棄地の調査項目が廃止となりましたので、耕作

放棄地面積及び耕作放棄地面積割合について、この場でお答えをさせていただきます

と、立科町、佐久地域、長野県、共に2005年と2015年の調査結果による比較となって

しまいますので、平成25年と令和３年の遊休荒廃地面積と遊休荒廃地面積割合の直近

の数値に置き換えてお答えをさせていただきます。 

 立科町は、平成25年が351ヘクタールで26.4％、令和３年が323ヘクタールで25.2％

でございます。佐久地域は平成25年が3,895ヘクタールで21.2％、令和３年が4,223ヘ
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クタールで23.9％でございます。長野県は、平成25年が１万6,322ヘクタールで

14.8％、令和３年が1,677ヘクタールで10.1％になります。 

 以上になります。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは、次に遊休荒廃地の有効活用に対する補助制度について、直近

５年間の実績を説明してください。町・県・国に分けてお願いします。 

議長（今井 清君）  市川産業振興課長。 

産業振興課長（市川 偉君）  まず、直近５年間における国権の補助事業を活用した遊休荒廃

地に対する事業は実施しておりません。町単独では遊休荒廃農地復旧対策事業を実施

しておりますので、５年間の実績をお答えさせていただきます。 

 平成30年度は、事業の実施がございません。令和元年度は76.46アールで、２名の

農家になります。令和２年度は239.39アールで６名の農家になります。令和３年度は

194.99アールで4名の農家になります。令和４年度は57.8アールで１名の農家になり

ます。 

 以上になります。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは、次の質問、参ります。 

 遊休荒廃地を復旧するためには、新規就農、後継者の確保、農地の貸し借り、また

その土地に適した作物や収益性の高い作物を生産するための研究、実践などを推進す

る必要があると思います。これらに対する支援実績はありますか。直近の５年間につ

いてお答えください。 

議長（今井 清君）  市川産業振興課長。 

産業振興課長（市川 偉君）  お答えの前に、ご質問の新規就農と後継者の支援制度上の区分

けについて、ご説明をさせていただきます。 

 まず、新規就農は農地や機械を取得し、農業経営を始めた農業者になります。後継

者は、親または既に耕作されている第三者から農地や機械を譲り受け、農業経営を継

承した方などになります。 

 それでは、お答えさせていただきます。 

 新規就農の支援は、相談窓口を開設しており、相談件数は平成30年度10件、令和元

年度８件、令和２年度５件、令和３年度７件、令和４年度３件になります。後継者の

支援は、新規就農と同様に相談窓口を開設しており、令和２年度１件、令和３年度

１件、令和４年度２件になります。 

 農地の貸借の支援は、農業委員や農地利用最適化推進委員が希望する農地を一緒に

確認して、所有者の意向調査を行い、円滑に貸借ができるよう支援しております。作

物栽培の研究・実践支援は、農業農村支援センターや佐久浅間農業協同組合が、農地

の栽培適正や生育環境の情報提供、農地の巡回による栽培指導を実施しております。 
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 以上になります。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは、次に耕畜連携事業に注目して質問をいたします。 

 遊休荒廃地を有効活用する方法の一つとして、畜産農家の家畜の餌、飼料となる作

物の生産が考えられます。米や野菜などを生産している農家に、畜産農家から堆肥を

供給するような耕畜連携は、佐久浅間農協の堆肥ペレット販売などで実践されている

と思います。 

 しかし、トウモロコシなどの飼料用作物の生産は推進されているのでしょうか。現

状についてお答えください。 

議長（今井 清君）  市川産業振興課長。 

産業振興課長（市川 偉君）  お答えいたします。 

 第２期立科町農業振興ビジョンの目標達成に向けた耕畜連携農業の推進では、耕畜

連携農業を目指して、町内における堆肥の利用を促進するため、堆肥の供給農業者と

利用農業者のマッチングの仕組みについて検討していくことを目標に掲げております。 

 その施策の展開といたしまして、５月30日付の信濃毎日新聞の報道のとおり、佐久

浅間農業共同組合が主体となりまして、堆肥の利用促進と化学肥料の使用低減に向け、

堆肥をペレット化した望月有機ペレットを商品化し、販売を始めたところでございま

す。 

 ロシアのウクライナ侵攻等により、化学肥料が高騰しておりますので、米や野菜の

生産農家の負担を軽減し、経営の維持に努めてまいりたいと考えております。 

 水田の転作作物として、ホールクロップサイレージの栽培も行っております。水稲

用の稲を繊維の多い茎と葉の部分と、栄養価の高い種子部分を一緒に収穫し、乳酸菌

を添加してサイレージに調整し、主に肉牛生産農家の飼料として活用いただいており

ます。 

 しかしながら、先ほど議員のご質問にございました、トウモロコシなどの飼料用作

物の生産については、実施していない状況でございます。飼料用作物の生産は、遊休

荒廃置を有効活用する一つの方法としてだけでなく、畜産農家の飼料コストの負担軽

減にもつながるものであると認識しております。 

 以上になります。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  先ほど課長の答弁の終わりのほうにもありましたけれども、飼料用作物

の生産、これに注目するということも、非常に重要な考え方かなというふうに思いま

すので、ご検討いただければと思います。 

 今後も、立科町内の土地、作物農家、それから畜産農家を効果的に結びつける、そ

して物やお金を町内で循環させる、このような対策が施されることを望みます。 

 それでは、次の質問に参ります。 



70 

 初めにお話ししましたように、第２期立科町農業振興ビジョンの計画年度は来年度

までです。残すところ、あと１年９か月ほどになりましたが、今後どのように遊休荒

廃地復旧事業に取り組みますか、お答えください。 

議長（今井 清君）  市川産業振興課長。 

産業振興課長（市川 偉君）  お答えいたします。 

 まず、農地を農地として利用することが第一であると考えますので、大規模農家、

認定農業者など意欲ある担い手に農地の集積・集約化を進めてまいります。さらに、

農地の集約化へ向けた取組を加速するため、地域農業の将来を見据えた地域計画の策

定を進めております。 

 地域の話合いにより、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化することにより、農

地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理事業を活用し、農地集積・集約化を進

めます。遊休荒廃地の復旧事業も継続して実施いたします。 

 遊休荒廃地の復旧は、農業生産の増加、地域雇用の創出、環境保全など様々な利益

をもたらすことが期待されますので、町の活性化や地域経済の発展に向けて重要な取

組であると考えます。町の単独事業である遊休荒廃農地復旧対策事業を活用し、取組

を進めてまいりたいと考えております。 

 以上になります。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  国や県の補助事業については、担当課で調査・研究することはもちろん

ですが、生産者の意見や提案も積極的に受け入れて、町の費用負担を抑えながら、官

民一体となって遊休荒廃地の復旧に取り組むべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（今井 清君）  市川産業振興課長。 

産業振興課長（市川 偉君）  お答えいたします。 

 町の財政事情を考慮しますと、経費の負担を抑え、限られた財源を幅広く、効果的

に事業を実施していく必要がございます。 

 このためには、議員のおっしゃるとおり、国や県の補助金の活用につきましては、

各種研修会に参加し、情報を収集し、調査・研究に努めてまいります。また、生産者

の皆様からいただいた貴重な意見も参考に、今後の遊休荒廃地の復旧に取り組んでま

いりたいと考えております。 

 以上になります。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは、最後に町長にお尋ねします。 

 私は今回、使われなくなって荒れた農地・田や畑を農地として使い続けることを

テーマに質問いたしました。それに加えて、遊休荒廃地を減らすためには、農地以外

の使い方にも目を向ける必要があると思います。 

 田や畑などの農地を農地ではない住宅地などに変更する場合は、農地法の定めると



71 

ころにより、農業委員会や県知事の許可が必要になります。これらの手続は複雑で時

間がかかる上に、結果として農地からの転用が認められないこともあります。 

 そこで町長、長い間使われずに放置され、今後も使われる見込みがない農地を他の

目的に使いたいという申出があった場合、それを実現させるために、町としてより積

極的に関わることはできませんか。 

 特に、店舗や集合住宅あるいは観光施設など、人を集める施設への転用は地域活性

化にもつながると思いますが、いかがでしょうか。 

議長（今井 清君）  両角町長。 

町長（両角正芳君）  議員のそのお気持ちはよく分かりますけれども、農地法の手続を取らず

に農地転用を認めていくことはできませんし、もちろん取ったとしても、じゃあ果た

してどういう許可の形態が取れるかということを考えますと、非常に難しい問題であ

ります。 

 ただ、最終的に地域の活性化を求めるために、集合住宅とか、店舗とか、こういっ

たことは当然行政としても、そこを例えば買収をして、しっかりとした手続を踏んで、

それを有効活用するという方法はないわけではないと思います。 

 ですが、やはり法は法として、それに町長として積極的に関わるということはでき

ません。ですので、あくまでも法にのっとって、農業委員会、そして県知事の許可を

取った上で進めさせていただきたい。そういった許可を取っていくにあたっても、事

務の煩雑にならないように、できるだけスピーディーにしていくことが重要かなとい

うふうに思います。 

議長（今井 清君）  村松浩喜君。 

７番（村松浩喜君）  それでは、先ほど町長答弁にありましたけれども、法令遵守はもっとも

たるものでございます。その上で、スピードアップを図る、申出をされた方の町民の

立場に立っての行政手続、これをなるべく短時間で進めていただくことがよろしいか

なと思いますので、お含みいただければと思います。 

 それではそろそろまとめます。本定例会の招集挨拶で、町長は生産年齢人口を増や

すための支援を推進するとおっしゃいました。この方針については、注意する必要が

あります。なぜなら、生産年齢人口、すなわち15歳以上65歳未満の人口を増やすこと

ができる可能性は極めて低いからです。 

 40年以上にわたり、立科町の生産年齢人口は減り続けており、その減少率は近年さ

らに大きくなっています。様々な子育て支援策、移住定住策を施しても、生産年齢人

口の減少に歯止めをかける、そのような一定の効果は期待できるものの、増加に転じ

ることはかなり難しいと予測できます。 

 この予測が外れて増加すれば、それが最も望ましいことではありますが、これから

の施策を展開するにあたっては、生産年齢人口の減少を前提として、町民１人当たり

の生産性を高めていくという考え方が必要ではないでしょうか。そのためには、現に
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存在する、使われていない土地をできる限り利用するべきだと思います。 

 このような観点からも、遊休荒廃地の有効活用には、今後も積極的に町として取り

組んでいただくことを要望いたしまして、私の一般質問を終わります。 

議長（今井 清君）  これで、7番、村松浩喜君の一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会とします。ご苦労さまでした。 

（午後４時48分 散会） 


